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むつ市議会第２１３回定例会会議録 第３号

平成２４年９月１４日（金曜日）午前１０時開議議事日程 第３号

◎諸般の報告

【一般質問】

第１ 一般質問（市政一般に対する質問）

（１）８番 佐 賀 英 生 議員

（２）24番 岡 崎 健 吾 議員

（３）１番 上 路 德 昭 議員

（４）２番 横 垣 成 年 議員

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（山本留義） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は26人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

（ ） 、 、〇議長 山本留義 本日 諸般の報告については

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（山本留義） 本日の会議は議事日程第３号

により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（山本留義） 日程第１ 一般質問を行いま

す。

質問の順序は、抽せんにより佐賀英生議員、岡

崎健吾議員、上路德昭議員、横垣成年議員、東健

而議員、村中徹也議員、池光弘議員、鎌田ちよ

子議員、石田勝弘議員、工藤孝夫議員、浅利竹二

郎議員、大瀧次男議員の順となっております。

本日は、佐賀英生議員、岡崎健吾議員、上路德

昭議員、横垣成年議員の一般質問を行います。

◎佐賀英生議員

〇議長（山本留義） まず、佐賀英生議員の登壇を

求めます。８番佐賀英生議員。

（８番 佐賀英生議員登壇）

〇８番（佐賀英生） おはようございます。８番、

市誠クラブ、佐賀英生でございます。むつ市議会

第213回定例会に当たり、通告に従いまして一般

質問させていただきます。理事者皆様の前向きな

答弁をよろしくお願いいたします。

また、本日は演説の大家である川下八十美大御

大の風調で回させていただきますので、よろしく

お願いいたします。

本日９月14日は、私の49回目の誕生日でござい

まして、どうしても本日一般質問したくておりま

した。順番を取りかえていただきました工藤議員

には、心からお礼を申し上げます。

、 、昭和38年は 東京オリンピック開催の１年前で

高度経済成長期の前期で、日本が大変盛り上がっ

ていたと聞いております。東京オリンピックが閉

会後 日本は本格的な経済成長を遂げ 以後約20年、 、

にわたる成長の後、バブル崩壊へと向かったこと

は周知のことと思います。

当世代も就職先は民間企業が大半で、公務員に

なったのは数えるくらいしかおらず、現在とは正

反対の状況だったかと思います。華やかなりしこ

ろをもう一度という思いではございませんが、経

済状況や雇用状況が好転して、国民や市民が暮ら

しやすいこの日本国、そしてむつ市をつくってま

いりたいと思っております。

それでは、通告に従いまして、今回は３項目６

点を質問させていただきます。

まず、１項目のいじめ問題についてでございま

すが、社会的にも関心が高く、今回の一般質問に

おいても複数の議員が質問を通告しております。

それほど深刻な問題だと捉えておりますので、答

弁よろしくお願いをいたします。

滋賀県大津市の中学校で起きた昨年10月の中学

２年生のいじめによる自殺問題でクローズアップ

されました本問題は、現在も札幌の事件など連日

報道されており、深刻な社会問題となっておりま

す。

大津市の問題は、単にいじめがあったというこ
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とだけではなく、その後の学校の対応、教育委員

会の措置、警察の処理の仕方が問題であり、社会

的に批判もされました。一部の女子生徒から、い

じめではないかと告発があったにもかかわらず、

教師はいじめと認知せず放置しておいたというこ

と、確かにいじめと悪ふざけという見きわめは簡

単ではなく、この種の問題における一番の難題で

はないでしょうか。

いじめか否かという認識は、被害者と加害者に

よって変わってくるものではあると思いますが、

第三者の立場から見ても、立場や感受性によって

はかなり違いが出てくるものと思います。

大津事件、また各種報道されている事件は、早

期解決を図るとともに、身体的苦痛を緩和させる

という点で学校、教育委員会を通り越して刑事告

発が多発しております。裏を返せば、被害者及び

保護者も大変苦慮しているとともに、学校、教育

機関に対する不信感のあらわれかとも思われま

す。いじめの域を通り越して、暴行、暴力事件と

して捉えているわけでございます。

想像してみてください。中学入学のときに、少

し長く着れるようにと大き目の制服を与え、よう

やく制服が体に合ってきたときに、成長してきた

ときに愛する子供がいじめに遭って、親に心配を

かけまいと秘密にしておき、ある日突然その短い

生涯を自らが閉じてしまうという最大の悲劇を。

このころの年代は、ある種成熟した大人とは違う

死生観があることも想像できますが、死後の世界

が美しいかのような思いがあるとは聞いておりま

すし、息子や子供たちからも聞いたことがありま

す。私は、あなた方が思っているほど死というも

のは美しいものではなく、ましてやいかなること

があったとしても、自らが命を絶つということは

絶対にしてはいけない、また多くの人が悲しむと

いうことを子供に話したことがございます。

文部科学省は、５日、いじめ問題で学校や児童

・生徒を支援する専門の組織を全国200地域に設

置することを柱とした総合的な対策を発表いたし

ました。これまでいじめ問題は個別の教育課題と

され、原則学校に対応させてきましたが、問題の

深刻化に歯どめをかけるために、来年度予算27億

円増の73億円を盛り込み対応すると報道されてあ

りました。相談が急増している文部科学省の24時

間いじめ相談ダイヤルや、学校をサポートするい

じめ問題支援チームの設置、学校の相談機能強化

のためのスクールカウンセラーの大幅増員も計画

し、公立中学校は全校、公立小学校は65％に配置

することを大きな柱としております。また、なか

なか使われなかったいじめた子の出席停止制度も

活用に向けた検証を始めながら行うということで

す。

いじめ問題は、学校や行政に任せっきりにする

のではなく、以前みたいに地域社会も深くかかわ

っていくべきだと思っております。地域が自分の

子供と同じような接し方をするべきだと私は思っ

ております。

以上のことを踏まえ質問をいたします。

まず１点目といたしまして、むつ市においてい

じめに関する事案が報告されているのか。

２点目といたしまして、児童・生徒は、いじめ

があった場合どのように報告できるのか。

３点目といたしまして、いじめなどの問題に対

し、教育委員会は今後どのように関与していくの

かを教育委員会委員長にお伺いいたします。

続きまして、水産振興及び産業振興についてを

お伺いいたします。大畑町水産加工団地、以下加

工団地と名称いたします。昭和52年３月に１期工

事、建屋等16億6,000万円、汚水処理及び廃棄物

処理施設５億7,800万円をかけて建設をされまし

た。当時町内15の加工業者が加工、公害防止対策

を共同で行おうと集結し、水産物産地流通センタ

ーという名称でスタートしたのでした。
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当時国は、水質汚濁防止法を施行する前で、町

内各所にあった加工場は住宅街にあったところも

あり、においや騒音、多大な水を排水するなど諸

事情により集結したのでございました。汚水処理

機は、当時１億円とも２億円ともかかるといい、

設備できない加工業者が出かねないという状況の

下で建設され、雇用の一元化、施設の集中、汚水

処理、廃棄物の処理など、当時としては国のパイ

ロット事業として注目を浴びておりました。折し

も当時は漁業が最盛期を迎えており、特にイカの

水揚げが盛んで、水揚げが56億円にも届こうかと

いうころで、町の予算規模にも匹敵するような金

額を上げておりました。県民力も青森県１位とな

り 加工場の女工さんたちにボーナスとして100万、

円が出たと話題になったこともありました。

当時私は中学生でしたが、加工業はピークを迎

え、浜にはイカがあふれ、漁船も30トン以上の船

が100隻を超える最高の時代だと記憶しておりま

す。よき時代のときは何でもよいほうに向くもの

で、スポーツでも県内でも優勝したり、朝野球で

は町の部で青森県で１位になったり、すばらしい

華やかしい時期でございました。完成して間もな

い加工団地の製品の半分近くを生産していた業者

が、取引先とのトラブルにより不渡りを出してし

まい、業績が悪化していったのです。当時の加工

数２万4,260トン、売上高315億3,700万円という

県内屈指の企業体の半分が営業できなくなるとい

うことはどういうことか、想像にかたくないこと

と思います。現在は、４社が約300人弱の工員さ

んを雇用しながら運営しており、加工業のほうは

どうかわかりませんが、冷蔵庫は順調に運営して

いるとのことです。現在においても、４社トータ

ルとはいえ、300人弱の雇用を生み出している企

業体はまれで、順調に推移していってもらいたい

と思っております。

現在６次産業という言葉を、文言をよく耳にし

ますが、興味のない人にはさっぱりと思いますの

で、簡単に説明をさせていただきます。生産が１

次産業、加工が２次産業、流通が３次産業。産業

数を足して６次産業と名称しております。生産か

ら流通まで行うという産業をつくっていこうとい

う趣旨でございます。今後１次産業はそういう方

向に向かっていこうかと思われている昨今、加工

団地は大きな役割を果たしていくことと思われま

すが、悲しいかな老朽化が著しく、施設を見ても

明らかで、ハードの部分が心配されます。

、 、市では 何かと加工団地に支援しておりますが

雇用先としての位置づけや外貨獲得、その位置づ

けを着目していただきたいと思っております。ま

してやむつ市大畑町としての今後の発展は、漁業

の再生と加工団地のあり方だと私は思っておりま

す。下北の水産物の30％の水揚げを誇り、水産性

たんぱくの供給に寄与している漁業界、外貨獲得

とたくさんの雇用を生み出している加工業は連動

性があり、１次産業の再生には不可欠なものでご

ざいます。

以上の点を踏まえ質問いたします。

まず、１点目といたしまして、大畑町水産加工

団地をどのように考えているのか。

２点目といたしまして、今後の支援についてど

う考えているかを市長にお伺いいたします。

３点目といたしまして、福祉政策についてお伺

いいたします。シルバーコロシアム（仮称）計画

についてお伺いいたします。私は、今から19年前

に大畑町議会の末席を暖めさせていただいており

ました時期がありまして、当時は同級生の親が３

人おり、その３人を含め、全ての先輩に大所高所

よりご指導をいただいたことは今でも忘れること

ができません。時には自宅で、時には居酒屋でご

指導いただき、手に入らないような書物をいただ

いたり、貴重な資料を提供してもらったりと、本

当に感謝の念にたえません。
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19年という時間の長さは無情なもので、当時の

先輩方の半分近くが鬼籍にお入りになっておりま

す。精いっぱい頑張り、精進していくことが先輩

方に報いることと肝に銘じて努力してまいります

ので、むつ市議会の諸先輩、そして同輩の皆様、

よろしくご愛顧のほどお願い申し上げます。

さて、そのころより温めてまいりました構想の

一つがこれでございます。当時はシルバービレッ

ジ計画と称しておりましたが、もう少しコンパク

トにしたほうがいいと考え、シルバーコロシアム

計画と称したわけです。そのほかには、刑務所誘

致計画、地下鉄建設計画と３点の構想を描いてお

り、私そのものが想像をめぐらせ、一人にやにや

しております。

先般、とあるメーカーが発表いたしました統計

によりますと、おむつの生産が子供用と大人用が

並んだと発表し、そこまで来たかと思いました。

確実に少子高齢化が進んでいることと思いまし

た。

皆さん、想像してください。コロシアムという

ものは、ちょっと戦うところかと思われるところ

がございますが、そうではなくて、あの側を想像

。 、していただきたい そこにシルバー世代の方々を

先達の方々を一気に集めて、暮らしやすいまちを

つくっていく。そこは、円というものは出発点を

、 。ずっといきますと 必ず到達点に当たるわけです

１周するわけです。角はありません。そこにこの

今日のむつ市をつくっていただいた先達の方々に

敬意を表してそういう施設をつくってまいりた

い。宿泊施設があり、娯楽施設があり、病院もあ

り、そういうところにシルバーエージの方々を一

挙に集めて、今の幼稚園方式みたいな感じです。

そういう方々を敬っていく。この下北というとこ

ろは、ありがたいことに台風がそれたり、気候も

大変穏やかでございます。先輩方をそこでしっか

りと私たちが面倒を見ていく、そういう施設でご

ざいます。

コロシアムというと競技場という形でとられま

すが、ちょっと言葉の表現がなかったものですか

ら、そういう表現をさせていただきました。

昔は城下町、三国志時代は一つの村が城壁で囲

まれて、そこで生活をしたものです。例えば震災

のときでも、30メーターの城壁をつくれば、そこ

は震災の拠点にもなり、円ですから、波がよけて

皆行く。安全面、生活面、全てにおいてそういう

ものをつくって、先達の方々をしっかりと私たち

が面倒を見ていく。いつかは行く道です。私たち

は、そういうものをすることも責務だと思ってお

ります。

ますます進んでいこうと思われるこの高齢化、

なるべくでしたら自活していただきたいし、また

１人で生活していくような施策をとっていかなく

てはいけない。そのためにも私たち議員、そして

理事者がしっかりと面倒を見ていくという気持ち

を持たなくてはいけない。

昔は、きちんと親を見るのが子の役目でござい

ました。しかし、時代が変わり、核家族化が進ん

でいく中で、どうしても親と住めないという方々

もたくさん出ております。しかし、私たちが現在

ここにあるのは、親がいたからこそあるものでご

ざいます。そして、耐えがたきを耐え、忍びがた

きを忍び、今日の日本をつくっていただいたシル

、 、バーエージの方々に敬意を表するためにも 市長

そういうものをつくっていって、しっかりと私た

ちがシルバーエージの方々を面倒見ましょう。以

上のことを踏まえ、そういう考えがあるかをお聞

きしたいと思います。

以上、壇上より佐賀英生、一般質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 佐賀議員のご質問にお答え



- 55 -

いたします。

まず１点目のいじめ問題につきましては、教育

委員会から答弁を申し上げます。

次に、水産及び産業振興についてのご質問にお

答えいたします。まずご質問の第１点目、大畑水

産加工団地をどう考えているのかについてであり

ますが、大畑町地域水産物流通加工センター、通

称大畑水産加工団地は、昭和52年に15社から成る

大畑町水産加工業協同組合によって操業開始され

ております。当初は、津軽海峡のスルメイカや沖

合冷凍イカを原料としての加工品を主体として順

調に操業しておりましたが、漁業資源の減少とと

もに、加工原料高、製品安等のため収益性が低下

し、操業できないなどの事業者も続出し、現在は

大畑加工冷蔵協同組合に加入している４事業者が

操業している状況にあります。

現在の主力加工品は、ボイルホタテ、イカ加工

品で、生産量は平成20年から平成22年の直近３カ

年平均で約3,000トン、生産額は約15億円と伺っ

ております。最盛期の生産量１万トン、生産額約

200億円とは比較にはならないものの、現在もむ

つ市における水産加工の約50％を占めており、依

然として地域の経済を支え、雇用を創出し、地域

を活性化させる重要な役割を果たしていることに

変わりないものと認識しております。議員ご指摘

のとおり、老朽化が進んでいることは認識してお

りますが、これまでどおり大畑加工冷蔵協同組合

が管理運営していくべきものと考えております。

次に、ご質問の第２点目、今後の支援について

でありますが、水産加工業は地域を支える重要な

産業であり、６次産業化、高付加価値化の観点か

らも商品開発やマーケティングなどのソフト的な

支援、制度上の優遇措置など側面的な支援は必要

ではないかと認識しております。また、現在大畑

地区における水産業の健全な発展と水産物の安定

供給、最終的には地域産業の発展を図るため産地

協議会を組織し、老朽化が進んでいる魚市場の整

備はもとより、漁業の６次産業化も含めた議論を

進めておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

ご質問の第３点目、福祉政策についてお答えい

たします。ご質問の要旨は、シルバーコロシアム

計画についてでありますが、確かに議員が長年持

ち続けてきた夢ということで、超高齢化社会を迎

える未来像を意識した壮大なまちづくり構想では

あります。そういう意味では、構想の中にコンパ

クトシティー、シルバーエージ、さらには世代を

超えた共生社会など今後のまちづくりのモデルと

なるコンセプトが少なからずちりばめられている

ことは私も理解できないわけではありません。し

かしながら、都市計画区域との兼ね合いなど法的

な問題、さらには超高齢化社会とパラレルに加速

していく超人口減少社会の到来を踏まえますと、

夢の実現に向けてはかなりの高いハードルが待ち

受けているものと考えます。

例えば福祉的な部分では、老人福祉施設を建設

あるいは移管、移設するにしても、事は単純では

なく、介護保険事業計画、さらには介護保険料へ

の影響などさまざまな課題があります。また、年

金についても各種年金が一元化されるのかどう

か、その支給額も含めて不確定かつ不透明な部分

が内在しております。いずれにいたしましても、

これらの課題はともかくとして、佐賀議員の夢に

一歩でも近づくよう、誰もが安心して暮らしやす

いまちづくりの形成に努めてまいりたいと考えて

おりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 教育長。

（遠島 進教育長登壇）

〇教育長（遠島 進） 佐賀議員のいじめ問題につ

いてのご質問にお答えします。

まず、ご質問の第１点目、いじめに関する事案

が報告されているかについてであります。いじめ
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は、人格、人権を否定する行為で、あってはなら

ないことだという認識を強く持っております。そ

のため、どの子供にも、どの学校においても起こ

り得るものであることを十分認識するとともに、

適切で迅速な対応と日常の予防に努めることが必

要となります。

本市においても、いじめをなくす指導と啓発を

進めてきたところですが、過去５年間でのいじめ

に関する事案につきましては、平成19年度は小学

校で４人、中学校で５人、平成20年度は小学校で

、 、 、３人 中学校で４人 平成21年度は小学校で１人

中学校で４人、平成22年度は小学校で１人、中学

校で３人、平成23年度は中学校のみ２人、今年度

は４月から今日の時点までにおいて、中学校２人

と報告されており、年々減少傾向にあります。

これらの報告は、各学校において日常観察等で

教員側が発見することと、児童・生徒側からの訴

えや報告などで早期発見と早期対応に努めていた

だいた中で、いじめと認識されたものを適切に報

告していただいたものでございます。

次に、ご質問の第２点目、児童・生徒からの報

告はどのようになされているかについてでありま

す。各学校において、児童・生徒がいじめ等の悩

みや不安を意思表示する手段として次のような方

法をとっております。

１つ目は、いじめ等のアンケート調査の実施で

あります。いじめを受けていることの有無やいじ

めを目撃したことの有無などについて、児童・生

徒のプライバシーやプライドに配慮したうえで、

学期に１回程度アンケート調査を実施しておりま

す。

２つ目は、教育相談の実施であります。児童・

生徒と学級担任等が定期的に個別に面談を多い、

いじめ等の悩みや不安を直接教員側へ伝える場と

なっております。

３つ目は、学級生活満足度調査、Ｑ-Ｕ検査の

実施であります。これは、市販の検査用紙で行う

ものですが、規定の質問項目に回答することで、

児童・生徒の学級生活の満足度をはかろうとする

もので、孤立傾向や人間関係のつまずきなどを把

握する有効な手段の一つとなっております。

次に、ご質問の第３点目、教育委員会はどのよ

うに関与していくのかについてであります。教育

委員会といたしましては、児童・生徒のいじめ等

のさまざまな問題の予兆を見逃さないために、ま

た学校と家庭、地域、教育委員会を含めた関係機

関との協力、連携強化を図るために各学校へ教育

相談支援員やスクールカウンセラーを派遣すると

ともに、いじめ等の悩み事に対応する相談の窓口

であるむつ市教育相談室を設置するなどの対応を

しているところです。

また、平成19年度より、先ほど申し上げました

Ｑ-Ｕ検査を各学校に実施していただいておりま

、 、すが 当初は中学校１年生のみでの実施でしたが

平成22年度より小学校５年生から中学校３年生ま

でに拡充して各学校に実施していただいておりま

す。この分析結果も活用して、一層の児童・生徒

理解に努めていただいているところです。

教育委員会といたしましては、今後も引き続き

各学校の実情把握に努め、学校や保護者からいじ

めの訴えがあった場合には当該学校への支援や当

該保護者への対応に万全を期してまいりたいと考

、 。えておりますので ご理解を賜りたいと存じます

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） まずは、順番どおり１番目か

ら、いじめ問題からいきたいと思うのですが。

いろいろなされていることはるるお伺いいたし

ました。教育長、さっきの中でアンケート調査と

いう部分がございましたが、これはまず第１点目

として、アンケート調査は全学校で行われている

のか。そして、その頻度は。そして、そのアンケ

ート調査の内容というのは、全部同じ設問で行わ
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れているのか、この３点だけをお伺いしておきま

す。

〇議長（山本留義） 教育長。

〇教育長（遠島 進） まず、アンケート調査でご

ざいますが、昨年からことしにかけての文部科学

省での調査で把握したところでありますと、中学

校２校を除く全ての小・中学校で実施をしており

ます。おおむね学期に１回ということでございま

す。そして、その中身については、担当からお伝

えをしたいと思います。

〇議長（山本留義） 学校教育課長。

（ ）〇教育委員会事務局副理事学校教育課長 室舘幸一

アンケート調査の中身なのですけれども、中身

につきましては、学校規模に応じまして記名、ま

たは無記名というような形に分かれておりまし

て、その中で子供たちに、具体的にはどういうい

じめがあるかないかというようなことを直接問う

ような設問、例えばいじめの様態について、無視

されたり、からかわれたりとか、ふだんの日常生

活にかかわるような部分、それから生活の指導に

かかわるような部分ということにつきまして、個

別にそれぞれの学校が内容を工夫してつくってお

ります。

以上でございます。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） まず、アンケートの仕方とい

いますか、その学校ごとに違う案件をしたら、ま

とめるほうの先生方、例えば教育委員会に来たと

きにどういう基準で決めることができるのかと私

は不思議に思います。その学校の聞き方、設問の

仕方によって、やっぱり違ってくるわけです。同

じ設問を全部の学校ですることによって、教育委

員会がそれを見るときに、基準がしっかり皆同じ

ですから、わかりやすいではないですか。設問が

違ったら、その学校のやり方というのがあるかも

しれませんが、その学校の聞き方、設問、文言に

よって捉え方が違ってくると思うのです。

それともう一つ、アンケートは私の考えでござ

いますが、定期的に毎月やるのが喜ばしいのでは

ないかなと。というのは、学期ごとに１回という

のは、３カ月や４カ月があるわけですよね。その

間にあるかもしれませんし。毎月アンケートをと

ることによって子供たちが安心するのだと、本気

でやってくれるのだなと。それにいじめているほ

うは、ああ、毎月やられていると、そのうち出さ

れるのだなとか、定期的にやることによって、１

カ月に１回やることによって安心感と子供たちの

抑制にもつながると私は思うわけです。何となく

それではおざなりでやっていますよと、既成事実

をつくっているだけにしか私は思いませんが、そ

の点はいかがでしょう。

〇議長（山本留義） 教育長。

〇教育長（遠島 進） まず、児童・生徒へのアン

ケート調査でございますが、いじめの事実を早期

に発見するということで大変有効な手段の一つで

あるということは間違いございませんし、ただい

ま佐賀議員のご指摘のとおり、短いスパンでアン

ケート調査を実施することは、常日ごろから児童

・生徒にいじめを意識させることになり、予防の

ために大変有効であろうというふうには思いま

す。ただ、小学校、中学校の違い、そういう校種

の違いや学校規模、それからさらにはその学校を

取り巻く地域の環境等により、頻繁にその実施す

る必要性が低い、または頻繁に行うことで日常生

活の言動に過敏になり過ぎて、何事にもいじめに

結びつけて考えてしまうなど、児童・生徒や保護

者の人間関係にデメリットが生じる可能性もあり

得るというふうに思いますので、実施方法につい

ては各学校の実態に合わせて、そしてそのアンケ

ートの内容も実態に合わせて適切に実施するよう

指導しているところでございます。

以上でございます。
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〇議長（山本留義） 学校教育課長。

（ ）〇教育委員会事務局副理事学校教育課長 室舘幸一

設問の内容について、もう少し詳しくご説明し

たいと思います。

まず、各学校ごとに設問の内容がばらばらであ

れば、それでは有効な手段とは言えないのではな

いかというようなお話でしたが、一応基準がござ

、 、「 、いまして １つは いじめの様態につきまして

まず冷やかし、からかい、悪口や脅し文句、嫌な

ことを言われるということはございませんか」と

いうのがあります。それから 「仲間外れ、集団、

による無視をされていることはございませんか」

というのが２つ目あります それから３つ目 軽。 、「

くぶつけられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり

」、 、蹴られたりすることはございませんか ４つ目

「ひどくぶつけられたり、たたかれたり、蹴られ

たりすることはございませんか 、５つ目 「金」 、

銭をたかられるということはありませんか 、６」

つ目 「金品を隠されたり盗まれたり、壊された、

り捨てられたりすることはございませんか 、７」

つ目 「嫌なこと、恥ずかしいこと、危険なこと、

をされたりさせられたりすることはございません

か 。それからまた 「パソコンや携帯電話等で」 、

誹謗中傷や嫌なことをされるということはありま

せんか 、その他、というようなことで、これは」

毎月、学期ごとに教育委員会に報告していただく

内容に含まれていることなのですけれども、この

基準を踏まえたうえで各学校がきちんとアンケー

ト調査をしていただくということになっておりま

す。

以上です。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） ある程度アンケート内容とい

うのは、文言は違えど統一的な設問をしていると

いうことで、大変わかりました。

さっき出ましたが、次に質問しようと思ったの

ですけれども、パソコンというよりもネットで、

ネットというか、携帯電話で学校裏サイトという

のがあるかと思うのですが、それのほうは教育委

員会では把握しているか、もしくはチェックをし

ているかをお伺いいたします。

〇議長（山本留義） 教育長。

〇教育長（遠島 進） ネット等によるいじめ等の

誹謗中傷というのは、これまでございませんでし

た。ございませんといいますか、把握していない

ということでございます。ネット等では個人情報

の流出がございますので、各学校で個人情報が悪

用されてしまう危険性を本人へ指導する。あわせ

て保護者へも家庭における管理監視をお願いする

というふうにしております。むつ市教育委員会で

は、平成22年度からサイバーパトロール事業にお

きまして、各学校へそういう個人情報の流出とい

うことで情報提供した例は延べ74件になっており

ます。これは、弘前大学からの提供が70件ござい

ましたので、市独自でというのは４件ということ

でございます。

最近では、会員交流サイトの移行なのか、なか

なか市のサイバーパトロールでは実態をつかめな

いところがあるなというふうなところが現状でご

ざいます。しかしながら、サイバーパトロール事

業を行っていることが各学校に、また生徒、児童

等に周知されてきていることが、いじめ等の事案

が今までネット上で発生していない理由かなとい

うふうには考えてございます。

以上でございます。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） ありがとうございました。弘

前大学の、私もいささかＰＴＡ経験があるもので

ございますから、そちらにはいろいろ勉強させて

いただいたわけです。

私は、子ども会ですとかそういうものを以前や

っておりましたので、議員になってから全ての役



- 59 -

職はやめさせていただいたのですが、子供たちと

。 、接する機会が大変多うございました そうすると

子供たちから聞くわけです、何かそういうネタが

ないかと。そうすれば、子供たちは教えてくれる

わけです。もっと甚だしいのは、子供たちが喫煙

風景だとか飲酒風景のところまで写真でアップさ

れているのを見させていただいたことがありま

す。特に、ありがたいことに女子生徒。女子生徒

いうのは何でも教えてくれるわけです。私もかな

りそのおかげで子供時代は廊下に立たされたり、

先生に頭をこづかれたりして大変な目に遭った経

験がたくさんあるのですが、女子生徒というのは

正義心が強くて、そして不潔なものが嫌いですか

ら、暴力やいじめというのは不潔で、女子生徒が

いろいろ教えてくれるわけです。そこにきちんと

教師の人たちが耳を傾けてやる。そういう探すと

いう点、それは決してちくりですとか、そういう

嫌らしい意味ではなくて、もっと子供たちと接触

さえ持てれば、いろんな情報を入れてくるわけで

す。ですから私は、そういう情報ですとか何かの

ものを大切にしていただきたいですし、先生方と

生徒のコミュニケーションをもっともっと密にし

ていただきたいと。

先生方というのは勉強が大変優秀で、私どもみ

たいなドロップアウトしたのと違って、大変勉強

になる大切な人です。

（ 私だけでいい、私でいい」の「

声あり）

〇８番（佐賀英生） 私。ただ、このいじめの問題

に関しても、いじめたこともない、いじめられた

こともない人たちが集まって、俗に言う、大嫌い

な言葉ですが、学識経験者の皆さんが集まってか

んかんがくがく机上の議論をするわけですよね。

私は、例えばそういうものの勉強や会議をすると

きは、そういう方々が入ったほうが、より生産性

を高めるものになるのではないかなと。確かに弁

護士の先生ですとか、警察官ですとか、経験はた

くさんあると思います。がしかし、その心理まで

はそういう方々というのはほとんどの方が経験し

ていないのではないでしょうか。

そこからいきますと、話は戻りますが、例えば

ネットのものでも、さっき言った、子供たちはそ

の裏裏をかいていくわけです。裏裏というのは悪

い意味ではなくて、そこが見つからないで、そっ

ちにはすばらしい知恵を使っていくわけです。で

すから、そういうものを発見していくためにも、

ついこの間もそういうのを私は見させていただい

たのですが、そういう子が、誰とか、そういうの

は言えませんけれども。そういうものをやっぱり

もっともっと先生と生徒が密になるような雰囲気

をつくっていく。

そして、いじめ問題というのは、あった学校が

恥ずかしいことではなくて、見つけた学校がすば

らしいというような、僕はそういう発想をしても

らいたいと思います。なるべくだったら隠蔽体質

ではなくて、そういうものがあったのだよと報告

できるような学校のほうが、よくぞ見つけていた

だきましたと、そういうような方向で学校に指導

していただきたいと思うのですが、いかがでしょ

うか。

〇議長（山本留義） 教育長。

〇教育長（遠島 進） まず、いじめをなくするに

はということで、どういう指導があるのかといっ

たようなことを考えた場合に、まず最初はいじめ

は絶対許さない、いじめは絶対にしてはいけない

のだということをメッセージとして子供たちに伝

えることが大事だと。そして、いじめを許さない

ような学級生活といいますか、学級集団をつくる

ことが大事だと。そのいじめを許さない学級集団

というのは、まず子供たち同士が信頼し合わなけ

ればいけないわけですが、その信頼のもとになる

のは、教師と子供の信頼がまずあって、それを通
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じて子供たちの信頼を醸成していくということが

最も大事なことだろうというふうに考えていると

ころでございます。ぜひそういうふうないじめを

なくすために、さらにそういう学校づくりのため

に指導していきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。

以上でございます。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） あと教育部門のいじめ問題の

ほうは最後の質問にしたいと思いますが。

子供たちの、いじめというよりも暴力ですね、

もう、身体的苦痛を与えるということは。これに

ついての教育方法といいますか、指導はこれを今

後していくものがあるのか。

それともう一つ、中学の２年生のころとなりま

すと、小学校の５年生、６年生のころは大変成績

いいのですが、中学２年というと、がたっと下が

るわけですよね、統計上も、そして全体的にも。

このころというのは、特に微妙でございまして、

死生観、死というものが何となく美しいものだと

、 。か そういうメンタルな部分が出てくるわけです

僕も結構うちの子を初めいろんな子と話をする

が、死というものに何か華美なものを想像してい

る。私は、死んだことがありませんので、子供た

ちにそういうことを伝えることはできませんが、

死んだら戻ってこないということ、そして多くの

人が悲しむということをしっかりと教える教育も

必要かと思うのですが、その暴力的なものがよく

ないということと死生観ということの教育は、今

後どのように考えていくかをお聞かせ願いたいと

思います。

〇議長（山本留義） 教育長。

〇教育長（遠島 進） 議員おっしゃるとおり、い

じめというけれども、まさに暴力だと、犯罪であ

るという認識であります。したがって、いじめと

いうと、何か悪ふざけだとかそういったイメージ

で軽く捉えることがあるのかなと、そういうこと

があってはならない、暴力はもう絶対に許さない

ということを強く指導していきたいと。

今回大津市の問題については、警察の介入とい

うふうなことがあったわけですけれども、いじめ

があれば、そういう介入をお願いするということ

ではなく、その対応によっては、例えばこれはも

ういじめというよりは暴力、犯罪だというような

場合には、そういう外部の機関の協力も得ながら

強力に指導していきたいというふうに思っている

ところでございます。

次は、死生観でございましょうか。今回の大津

市の事件で、自殺をすればいじめをした生徒に復

讐ができると、こういうふうなことを簡単に考え

て自殺というのが広がることを大変危惧をいたし

ます。自殺、死んでしまえば終わりなのだという

ことをとにかく子供たちには訴えていきたいし、

一人一人を大事にする教育というのは、１人を、

自分をまず大事にして、そして自分を大事にする

ということは、人も大事にすることだと、そうい

った考え方をぜひ子供たちに植えつけていきたい

ものだなというふうに思っているところです。

以上です。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） いじめ問題については、これ

がよしという特効薬はないというのが現実かと思

います。また、それぞれの事例によってはいろい

ろあると思いますので、なるべく、なるべくとい

うよりも、もう未然に防ぐのだと、ゼロにするの

だと。これは、大人も悪いのです。必ず最後に言

、「 」 。う言葉 いじめというのはなくならないな と

なくすという方向で何とか指導していただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

続いて水産加工及び産業振興についてなのです

が、やはり大畑というのは、大畑のことばかり言

って大変恐縮なのですが、こう考えますと、やっ
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ぱり水産なわけでございまして、市長はその後加

工団地に行ったかどうかわかりませんが、余り環

境もよくない、見てくれもよくない、衛生面に関

しても、若干疑問のあるところがあるわけでござ

います。今細々ながらも頑張っている、そしてま

た雇用もかなり生んでいる、そういうところでご

ざいますので、今後、援助ではなくて、あらゆる

。 、形での支援が必要かと思います 支援というのは

知的なものであったり、金銭も一部絡むかもしれ

ませんが。

。 、今下北ブランド研究所があります そして漁港

港も今一生懸命頑張って、知恵を寄せ合って若い

人たちが、今コンパクトないい漁港をつくろうと

いうふうに努力してワークショップとかやってい

るみたいですけれども、それと僕はこの加工業と

いうのは連動性があると思います。以前私は前職

のときに、当時川端町長でございました、下北で

産業の分割化を図ったらいかがと。例えば大畑だ

ったらイカを裂いてつくっていく、大間町だった

らマグロをやっていくと。専門的なものでつくっ

てトータル的な下北はどうですかと言ったら そ、「

の土地のことですからできません」と、軽くばっ

さりやられましたけれども、それくらいの覚悟で

臨んでいかないと、その産地、産地は育っていか

ないのではないかと。

今ナマコのほうも大畑町漁協はやっているみた

いですし、ホタテは川内ですとか、脇野沢はタラ

とか、そういうものをつくっていくことによって

漁業者が少しでもそれなりの所得を得て後継者が

育つような環境づくり、そういうものが大切かと

私は思っております。

今漁港と下北ブランド研究所と、そしてこの加

工業の連動性について、市長は今後において、こ

れは早急にあすあさってできるものではないし、

二、三年後にできるわけではありませんが、その

連動性については市長はどのようにお考えかをお

伺いいたします。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 大畑地区の加工業、先ほど

壇上から佐賀議員がお話しのように、往事のすご

い生産額、そしてまたその活況の様子、その部分

がしっかりと伝わったわけでございます。その後

さまざまな事情で、これは単に大畑地区のみなら

ず、全国各地の加工業、そしてまた水産基地、そ

ういうふうなものが非常に衰退をしているという

ふうなことは私も承知しております。

かつては、青森県の水産業500億円、トータル

で超えておりました。平成23年度では、それを割

った。そういうふうなことも伺っております。さ

まざまな形で、さまざまな自然環境の中で、そう

いうふうに１次産業のうち水産業が衰退をしてき

ているというふうなこと、これはやはり自然に負

うものがあるというふうなことはご認識のとおり

だと思いますけれども、私もそういうふうに思っ

ております。

、 。そこで では何を今度していくのかということ

この部分においては、下北ブランド研究所、これ

とのやはりコラボレーション、これが必要である

と。そしてまた、単にイカ、そしてまたホタテ、

ナマコ、タラのみに頼らず、さまざまな形の水産

資源、これを新たに育てること、そして見つける

こと、そしてしっかりと下北ブランド研究所と連

携をとって商品化していくというふうな体制、そ

のことによって芽生えが出てくるのではないかな

、 。 、と こういうふうに思います 特に大畑地区では

二十数年前から取り組んでおりました海峡サーモ

ン、非常にブレークしたものと、物がもう足りな

い状況になってくる、年末の段階になりますと。

そういうふうなこと、その部分においては手前ど

もとしてもしっかりと網の強化とか、さまざまな

イベントへの参加とか呼びかけだとか、そういう

ふうなことをいたしております。そういうふうな
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形での下北ブランド研究所との連携、これは重要

なものであると、このように認識をいたしており

ます。現在この下北ブランド研究所では、海峡サ

ーモンの商品群だとか、イカ墨入りのイカ飯だと

か、スルメイカのみそ風味一夜干しとか、ホヤの

みそ漬けだとか、そういうふうな形で大畑の加工

業に対してさまざまな提案をしておるわけでござ

います。あとは流通をいかに太くしていくのか。

、 「 」これは 私は常日ごろ むつ市のうまいは日本一

と唱えておりますので、そういうふうな中でしっ

かりと育てていく必要があろうと思います。

きょう、この本会議場に来る会議室の中で、あ

る漁協が産業政策課と協議をいたしております。

その内容を今ちょっとのぞいてきましたら、新商

品開発というふうな形。これは、ある漁協と申し

ますと、３漁協協議会ですけれども、川内、脇野

沢、むつというふうな形での３漁協協議会という

ふうなものが新商品、非常に積極的に取り組んで

おりますので、そういうふうなところの裾野を広

げていって、商品をいっぱい開発して、そしてそ

。 、のいっぱい開発する中でブレークさせる これは

消費者の動向にもよるわけでございますので、こ

の部分にこれからも取り組んでいくことによって

大畑地区、下北ブランド研究所との連携、これも

深めていって商品を開発していって、多様化して

おりますので、その嗜好が多様化している中でど

ういうふうなものがということも研究をしていっ

てコラボレーションを深めていくと、こういうふ

うに思っております。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） ありがとうございました。そ

のような意気込みをおっしゃっていただいて大変

心強く思っております。

市長、私は今毎年４月になると東京で水産庁の

協議に行ってきているわけなのですが、築地も必

ず見てくるわけです。そうすると、だんだんもう

場外という、市場を通さないで売るというものが

出てきております。俗に言う自家消費という名目

のところもございますが、そういうものも広がっ

てくるかと思われます。そういうときは、今は頓

挫しておりますが、私が漁協にお世話になってい

、 。たときに 漁協の統廃合という時期もありました

当時は平成５年から平成７年、平成10年にかけて

の時期なのですが、金融のビックバンというもの

がありまして、自己資本比率を高めなくてはいけ

ないと。赤字のあった漁協は、自己資本比率を高

めることによって存続するというものがございま

して、今もやっていただいている国債を買って、

その果実運用を組合に、当時は大畑と八戸だった

と思うのですが、そこに利益を入れてもらうと補

助してもらっているというシステムなのですが、

そういうものがございまして、大変漁協というも

のが弱体化をしてきているわけでございます。た

だ、今後、ではそれが統合していくか統廃合、統

廃合という言い方はよろしくないかもしれません

が、一緒に力を合わせて一つのものにして、市場

、 、を一つにして ＨＡＣＣＰをつけていただくとか

衛生管理をしていくというのは、これは今後の話

になろうかと思いますが、そういうときに市とし

ては、そこに関与していくのかという点、まずそ

れ１点と、加工場というものをつくっていくとき

に、水産物、ただ、今揚げて、それを２次加工と

かという感覚なのですが、私はもっと今後におい

て、これは業者さんが決めることでしょうけれど

も、例えば缶詰でもいいし、例え話ばかりで大変

恐縮なのですが、レトルトカレーをつくってもい

いだろうし、いろんなものが考えられると思いま

す。加工団地というのは、そういうところまで僕

は広げた考え方をしていってもいいのではないか

なと。

ひところ実際にあった問題ですが、私のところ

に、加工団地の１棟を借りて缶詰工場をやりたい



- 63 -

という東京のほうから来た方がいらっしゃいまし

た。結局それは資金の問題とか施設の問題で頓挫

したわけですが、そういう加工というものが今現

在の私たちのイメージしているものではなくて、

もっと裾野の広がった幅広いものまで考えられる

と思うのですが、その点については市長はいかが

お考えでしょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 弱体化している漁協、この

部分については、私もその部分については全県的

な部分でも理解をしております。西海岸のほうで

は、津軽の西海岸のほうなのですけれども、そち

らのほうでは漁協の合併に向かっているというふ

うなことも聞き及んでおります。では、当市はど

うなのかといいますと、県内でも漁協の単位とす

れば、数とすれば非常に多うございます。この部

分においては、ひとりやはり漁協の判断によるも

のと、このように思います。

しかしながら、先ほどお話をしましたように、

むつ、それから脇野沢、川内というふうな形で３

漁協協議会というふうな形で商品を開発すると

か、物流に対応するとか、需要に対応して供給を

まとめてさまざまな部分でコストダウンしていく

と、そういうふうなことが今始まったばかりでご

ざいます。もうできて、今３年になりますか。そ

して、積極的にさまざまな形の中でフェア等に参

加し、会津若松市の隣の磐梯町の道の駅にも出店

をするというふうな形で、そしてそこで売り上げ

を1,000万円以上今稼いでいるというふうなこと

も報告を受けております。そういうふうなさまざ

まな形の中で、急に合併とかというふうなことで

は、やはりそれぞれの単位漁協のご事情もあるわ

けでございますので、そういうふうな気質をまず

一つにしていくというふうな、そしてそこにメリ

ット性があるというふうなこと、そういうふうな

ことを研究をしてもらうというふうな形、これか

らの話、それからの話ではないかなと、このよう

に思います。行政として一緒になれとかと、こう

いうふうなことはなかなかこれはできるものでは

ないと思いますし、この部分においてはそれぞれ

の漁協さんの考え方。しかしながら、その道筋を

つけていくというふうなことは一つの手法として

、 。はあり得るものだと このように思っております

２つ目の加工の部分なのですけれども、非常に

詳しい佐賀議員からの缶詰だとか何とかというふ

うな形ありましたけれども、果たして缶詰が今市

場に出回っているかと、こうなると、これは輸出

のほうが多いのではないかなと思います。加工の

、 、部分では やはり最近話題になってきているのは

骨が抜かれて、そしてすぐ食べられるとか、そう

いうふうなさまざま加工の手法も日進月歩という

ふうな形で進んでおると思います。そういうふう

なところもやはり強くアンテナを張って、漁協が

アンテナを張り、そして下北ブランド研究所とコ

ラボをしていって、そして商品化していくという

ふうな体制が望ましいものと、このように思って

います。

加工は非常に裾野が広くなってきておるもの

、 。 、 、と このように思います しかし 爆発的な部分

そういうふうな需要というふうなものはなかなか

これは急にはできないと思います。時間がかかる

と思いますし、嗜好が広がっておりますので、そ

ういうふうな部分をやはり研究していかなければ

いけないものと、このように認識をいたしており

ます。

〇議長（山本留義） ８番。

（ ） 。〇８番 佐賀英生 大変ありがとうございました

あと２分しかございませんので、あれですけれど

も。

本当は、３番目のシルバーコロシアム計画に行

きたかったのですが、時間の都合上もありまして

なのですけれども。
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ある程度、夢という言葉は余り好きではないの

、 、ですけれども あえて夢と使わせていただければ

政治にもある程度夢があってもいいのではないか

なと。私は、毎年毎年この誕生日のときには、少

しずつ夢を語っていきたいと思いますので、ふだ

んはきちんとした質問をしますが、きょうもきち

んとした質問なのですが、そういう壮大なる計画

を言うのもいいのかなと。理事者にはなれません

ので、こちら側から好きなように、好きなように

毎年言わせていただきますので、よろしくお願い

したいと思います。

終わります。

〇議長（山本留義） これで、佐賀英生議員の質問

を終わります。

午前11時10分まで暫時休憩いたします。

午前１１時００分 休憩

午前１１時１０分 再開

〇議長（山本留義） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎岡崎健吾議員

〇議長（山本留義） 次は、岡崎健吾議員の登壇を

求めます。24番岡崎健吾議員。

（24番 岡崎健吾議員登壇）

〇24番（岡崎健吾） おはようございます。川内町

の岡崎健吾です。むつ市議会第213回定例会に当

たり一般質問を行います。

去る７日、多くの重要法案を処理できないまま

国会が閉会いたしました。衆参両院議員の定数削

減など、身を切る改革は持ち越され、2012年度、

予算執行に不可欠な公債発行特例法案は廃案とな

りました。次期衆議院選挙をめぐり解散総選挙を

おくらせたい民主党と、早期解散を求める自民党

の党利党略が優先された結果であります。政局を

優先し、懸案先送りを繰り返すこの状況は、政治

の怠慢と言われても仕方ないのであります。しわ

寄せを食うのは国民なのであります。

このような中、この夏の甲子園、光星学院高校

の活躍は、大変見事でありました。決勝まで勝ち

進んだ光星学院高校ですが、惜しくも悲願の東北

勢による全国制覇はできなかったものの、県民に

多くの感動と勇気を与えてくれました。３大会連

続準優勝は、まるで奇跡のような快挙であり、県

勢悲願の大旗は決して夢物語ではないことを証明

してくれました。光星学院高校の活躍ぶりは、本

県の高校球児に大きな刺激となり、私の望みであ

る下北から甲子園もまた夢物語ではないと強く感

じたところであります。

それでは、通告に従い一般質問を行います。

まず初めに、定住促進対策についての質問の１

点目、都市との交流についてお伺いいたします。

近年過密化して自然が失われてきた巨大都市の人

たちのふるさと志向、自然志向という自然とゆと

りのある地方を求める傾向が強まってきておりま

す。その理由として、東京圏域の地価高騰、住宅

難、通勤難などの中で東京は住みにくい、できれ

ば東京を脱出して自然とゆとりと安らぎのある地

方に住みたいという気持ちが高まってきたことが

背景にあると思います。

定住促進対策の一つとして、例えば地域に眠る

空き家や廃校などの情報をインターネット等を活

用して、都市住民への積極的な情報提供も必要と

考えますが、これについて市長はどのようなご所

見をお持ちなのかお伺いいたします。

定住促進対策についての質問の２点目、山村留

学についてお伺いいたします。山村留学とは、ご

承知のとおり都会の小学生や中学生が長期間にわ

たって親元を離れ、自然豊かな農山漁村で生活す

ることであります。山村留学には、夏休み、冬休

み、春休みを利用した者を短期山村留学、１年間
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単位で実施する長期山村留学の２つがあります。

山村留学は、昭和51年、長野県八坂村で財団法人

育てる会によって始められ、現在はさまざまな形

の山村留学が全国各地に広がっております。山村

、 、 、留学では 他人とのかかわり 地域とのかかわり

、 、 、自然とのかかわり そして食べること 得ること

働くこと、学ぶこと、つくることなど、自分の生

き方や人間的成長を促すあらゆる学びの要素が混

然とちりばめられております。日々の暮らしは生

きる基本を学ぶためのすぐれた学校だと思いま

す。暮らしの持つダイナリズムを改めて学習素材

として捉え直していくことで、心の豊かさや生き

る力を育んでいけるものと考えます。

全国的にもそうでありますが、むつ市において

も少子高齢化や人口減少への対策が課題となって

おりますが、これを食いとめる手段の一つとして

山村留学を積極的に推し進めるべきと考えます

が、現在教育委員会ではこの制度があるのかどう

か、また山村留学についてのご所見をお持ちなの

かお伺いいたします。

交通問題についての七戸十和田駅へのバス運行

の現状についてお伺いいたします。東北新幹線七

戸十和田駅からむつ市への二次交通として東北新

幹線全線開業に合わせ、平成22年12月４日から平

成23年３月までバス交通事業者２社が１日２往復

試験運行として直通バスを共同運行してきており

ます。平成23年４月からは、これまでの利用実績

を勘案し、市がバス交通事業者２社に対して補助

金を支出しながら、何とか運行を続けてまいりま

したが、利用者低迷により11月30日をもって試験

運行を終了しております。その後は、新たな交通

事業者がシャトル便を運行して現在に至っており

ますが、このシャトル便についても運行当初はそ

れなりの利用者があったものの、最近は利用者が

減少し、今後の運行継続が非常に危ぶまれている

実情でありますが、この厳しい現実について、市

長はどのようなご所見をお持ちなのかお伺いいた

します。

教育についての質問の１点目、立志式について

お伺いいたします。立志式は、日本古来の教育文

化とも言える元服に倣い、14歳の中学２年生のと

きに社会の一員としての自覚を持ち、将来に向け

て志しを立てて自立の第一歩とするものでありま

す。また、一説には孔子の論語「吾十五にして学

」 。に志す に由来されているとも言われております

現在立志式は市内の中学校では実施されておりま

せんが、過去には実施していた中学校もあったと

聞いております。子供たちが将来に向けて夢や志

を育ませ、自覚を持って生活していく態度を身に

つける手だての一つとして大きな教育的意義を持

つものと考えます。

子供たちが社会や人とのかかわりの中で自分自

身を振り返り、しっかりと将来を考え、夢や志を

立てる機会となる立志式の開催は大きな意義があ

り、20歳の成人式がより有意義なものになるので

はないかと思います。立志式を市内の全中学校で

開催することにより20年、30年先のむつ市の発展

につながる人づくり教育ではないかと考えます

が、立志式についての教育委員会のご所見をお伺

いいたします。

大リーグニューヨークヤンキースのイチロー選

手は、10年前にシアトルの小学校で約370人の小

学生を前に講演し 「28年間生きてきて、ただ１、

つ言えること、それは目標を持つことです」と言

ったそうです。また、有名なクラーク博士は「少

年よ大志を抱け」と言い、教え子の中から内村鑑

三や新渡戸稲造たちが育ちました。私は、この志

を持つということの大切さについては、どんなに

主張してもし過ぎではないと思います。

教育についての質問の２点目、児童・生徒の肥

満についてお伺いいたします。去る７月に文部科

学省は、平成22年度全国体力・運動能力、運動習
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。 、慣等調査を公表いたしました この調査によると

青森県の子供たちは男女とも身長、体重は全ての

年齢層で全国平均を上回り、大きな子供が多いこ

とがわかりました。しかし、その反面、50メート

ル走や立ち幅跳びなど、走ったり投げたりする運

動能力は残念ながら立派な体格の割にはそれほど

高くありませんでした。また一方で太り過ぎな児

童・生徒も多く、高肥満度児童・生徒の割合は小

学５年男子と中学２年女子が全国で最も高いとい

う調査結果が出ております。肥満傾向児の割合が

高い青森県の中でむつ市の児童・生徒の健康状態

はどのような状況にあるのかお伺いいたします。

教育についての質問の３点目、弁当の日につい

てお伺いいたします。これは、子供たちが自分で

お弁当をつくって学校に持ってくるという取り組

みです。何をつくるかを決めることも、買い出し

も、調理も、そして弁当箱に詰めるのも、片づけ

まで子供たちが行います。子供たちがつくった弁

当について、親も先生も、そのできぐあいを批評

も評価もしないという約束事があります。学校給

食が普及する今日、あえて児童・生徒に弁当をつ

くってもらい、給食にかえて弁当の日という試み

が現在全国的に広がりを見せております。2001年

に香川県で始まってから10年余になりますが、こ

とし６月現在で全国47都道府県1,020校で取り組

まれており、公立の小・中学校を中心に国公、私

立を含め高校、特別支援学校、大学にも広がりを

見せております。

食育には健全な食生活の実現、食文化の継承、

豊かな人間性の醸成など、教育効果が期待されま

す。教育は、実践内容が重要であり、具体的に推

奨したいのはこの弁当の日の取り組みでありま

す。

しかし、一方で朝夕親が調理しないとか、朝食

を食べさせないで子供を送り出す家庭が少なくな

い現状の中で、学校給食への依存を高めているの

ではないかという懸念も承知しております。

子供が弁当をつくる弁当の日については、最初

は多くの学校で親や先生方の反対が少なからずあ

ったそうですが、朝早く起きて弁当をつくること

で、親もいろいろなことに気づき、子供への食育

を超えて家庭生活における親子のきずなや基本と

なる生活習慣の規律を見直し、再認識する契機と

なるのではないかと思いますが、この弁当の日に

ついて教育委員会がどのような考えを持っている

のかお伺いいたします。

、 。最後に いじめ問題についてお伺いいたします

昨年10月、大津市で起きた中学２年生のいじめと

見られる自殺事件は、もはや単なる一つの市や県

の問題ではなく、全国の保護者の方が強い関心を

示している社会的事件となっております。その原

因として、いじめが疑われている子の問題は、滋

賀県警が暴行容疑で生徒が通っていた学校や教育

委員会を家宅捜査するという刑事事件に発展いた

しました。当然ではありますが、学校や教育委員

会の臭い物にふたをするようなずさんな対応に根

強い批判が高まっております。今必要なのは、実

態の究明に全力を尽くし、自殺の真相と対応の問

題点を全て明らかにすることであります。大津市

の問題は、決して対岸の火事ではありません。

2010年度に県内の小・中・高などで確認された

いじめは818件に達しております。このような状

況の中、文部科学省は去る７月に全国の公立小・

中学校を対象にいじめの実態を把握するため緊急

調査を各教育委員会に要請いたしました。いじめ

問題は、早期発見、早期対応の基本となる実態把

握が一番重要であることは言うまでもありませ

ん。むつ市教育委員会においても、各学校におい

て調査し、報告したものと思いますが、むつ市に

おいてはいじめ問題が現在どのような状況にあ

り、どのような対策を立てているのかお伺いいた

します。
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今回は 「こどもは地域のたからもの」という、

市長と同じ思いのもとに、むつ市の子供たちによ

りよい環境の中で、そしてより充実した教育を学

んでほしい、その１点から教育を中心に一般質問

させていただきました。教育委員会には前向きな

答弁をお願いいたします。

最後に、９月４日に開催された県高校英語暗唱

弁論大会創作の部で大湊高校川内校舎１年の赤松

大吾君が第１位に輝きました。校舎と名のつく小

規模校で初めての快挙ということであります。本

人の努力もさることながら、むつ市教育プランに

のっとったこれまでの先生方のご指導のたまもの

だと思います。

以上で壇上からの一般質問を終わります。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 岡崎議員のご質問にお答え

いたします。

まず、人口減少対策についての１点目、都市と

の交流についてであります。青森県企画調整課が

昨年８月にまとめました東京都、神奈川県等の首

都圏に住む20代から60代の男女を対象とした田舎

暮らしに関する首都圏アンケート調査レポートに

、 、よりますと 田舎暮らしをしてみたい理由として

自然環境がよいからと回答した方が最も多く、次

いで新鮮な食べ物が多いから、生活費や土地が安

いからとの回答が上位を占めているところであり

ます。

一方で、田舎暮らしの候補地に青森県は含まな

いと回答した方は82％に上り、その理由として、

寒くて雪が多いからが最も多く、次いで、行った

ことがないからわからない、都会から遠過ぎるか

らと続いております。さらに、青森県を田舎暮ら

しの候補地に含むと回答した方のうち興味のある

エリアは津軽、県南、下北の順となっており、こ

のアンケート結果を踏まえれば、空き家等の活用

を含む移住定住を促進していくとすると、いきな

り空き家情報等をホームページで掲載するのでは

なく、段階的に取り組んでいくべき課題であり、

まず当市に来ていただき、その魅力を存分に味わ

っていただくことが必要であろうと考えるところ

であります。

また、このアンケートによりますと、田舎暮ら

しに関する情報を地方自治体等のホームページか

ら入手すると答えた方は36％にとどまり、半数以

上はインターネットによる口コミが主な情報源で

あると回答していることを鑑みれば、当市への来

訪を１度だけに終わらせることなくリピーターを

ふやし、さらに口コミでその魅力を広めていただ

くことが肝心であり、そのためには観光物産のＰ

Ｒ等に加え、もてなしの心の醸成も必要であると

思うところであります。

今後においても、これまで取り組んできたむつ

市の魅力ある食と自然にかかわる情報発信を継続

していくとともに、当市のさらなる魅力を全国の

皆様に伝えるさまざまな手法を検討してまいりた

いと考えております。

また、移住や交流をテーマに情報提供等を行う

組織である移住・交流推進機構が開催いたします

地方交流会や、青森県が主催いたしますあおもり

移住・交流推進プラットホーム等へ積極的に参加

しながら、移住定住に関する情報収集にも努めて

まいる所存でありますので、ご理解を賜りたいと

存じます。

第２点目の山村留学制度のご質問につきまして

は、教育委員会から答弁をいたします。

次に、七戸十和田駅へのバス運行の現状につい

てお答えいたします。七戸十和田駅からむつ市へ

の新幹線二次交通の現状につきましては、議員お

話しのとおりでありますが、その経緯等につきま

しては若干ご説明させていただきます。

新幹線二次交通の整備につきましては、東北新
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幹線全線開業前から青森県が中心となり、関係す

る交通事業者等と協議を重ねてまいりました。こ

の協議を踏まえ、市から下北交通株式会社と十和

田観光電鉄株式会社に対してバス運行の依頼をし

たところ、２社からの協力を得ることができ、平

成22年12月から道路運送法第21条に基づく試験運

行としてシャトルバスの共同運行が開始されるこ

ととなりました。しかしながら、東日本大震災の

影響で利用者が低迷し、その後の回復も見込めな

かったことから、当該シャトルバスは平成23年

11月末日をもって廃止されております。

これにかわって平成23年12月からは、尻屋観光

株式会社により新幹線全便に対応する予約制のシ

ャトル便が運行され、新幹線二次交通が現在まで

維持されているという状況にあります。

、 、利用状況につきましては 議員ご承知のとおり

冬期間は相応の実績があったものの、雪解けとと

もに利用者数が減少しており、事業者からはこの

ままでは現状での事業継続は難しいと伺っており

ます。市といたしましては、これまでホームペー

ジの活用はもちろん、さまざまな機会を利用して

利用促進に向けたＰＲ等により当該シャトル便の

支援に努めてきたところであります。

新幹線二次交通につきましては、当地域住民の

交通手段の確保ということはもちろん、新幹線開

業効果を享受するために必要であることは言うま

でもございませんが、市といたしましては、既存

の地域交通体系の中でそれぞれの交通手段につい

ても配慮しながら、その維持確保に努めていかな

ければならないと考えておりますので、ご理解賜

りたいと存じます。

大きな３点目の教育につきましては、教育委員

会よりの答弁とさせていただきます。

〇議長（山本留義） 教育長。

（遠島 進教育長登壇）

〇教育長（遠島 進） 岡崎議員の人口減少対策に

ついての第２点目、山村留学制度についてのご質

問にお答えいたします。

山村留学は、心豊かにたくましく生きる子供を

育てるために、自然に恵まれ、豊かな人間関係が

保たれている農山漁村に暮らす人々と交流する中

で、知識だけでなく思いやりの心や自主性、協調

性といった豊かな心を育てていこうとの趣旨によ

り、自然豊かな農山漁村に小・中学生が１年間単

位で移り住み、地元小・中学校に通いながら、さ

まざまな体験を積む活動であります。全国には、

さまざまな方式の山村留学があり、それぞれの地

域性を生かした山村留学が実施されており、平成

21年度のデータによりますと、551人の小・中学

生が全国各地で山村留学を体験されたようであり

ます。

自然豊かなこの私たちのむつ市は、まさに山村

留学にはうってつけの環境ということであります

が、都会の子供たちにおいでいただくことを歓迎

するものの、学校の受け入れだけでなく生活面を

どう支援していくのかという総合的な受け入れ体

制の整備が重要なポイントになろうかと存じま

す。

山村留学における子供たちの生活スタイルとし

ましては、ホームステイや寮生活のほか、家族で

転居し地域で生活をするなどさまざまな事例があ

るようでございます。教育委員会といたしまして

は、姉妹都市交流などで短期間のホームステイと

いうことでは受け入れてきた経験があるわけです

が、議員お話しのような長期滞在型の山村留学に

ついては、今後の研究課題として捉えております

ので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、教育についてのご質問にお答えいたしま

す。まず、ご質問の第１点目、立志式についてで

あります。立志式は、奈良時代以降、男子が成人

になったことを示す儀式として行われた元服式に

由来したものであり、14歳の中学２年生のときに
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社会の一員としての自覚を持ち、将来に向けて志

を立て、自立の第一歩とするものであるとする議

員のご指摘と全く同様の認識を持っております。

中学２年生は、中学校入学後の緊張感も薄れ、

進路選択に向けた緊迫感も少ない中だるみとも言

われる時期であり、この時期に自らのこれまでを

振り返り自分自身を見詰め直すとともに、将来ど

のように生きていくべきかを考える機会を持つこ

とは、進路の決定や自己実現への意欲を高めるう

えで大変意義のあることと考えております。

現在市内各中学校においては、立志式は実施さ

れてはいないものの、それにかわる教育活動とし

て自己の生き方を探求するキャリア教育への取り

組みが進められております。例えば学級活動の中

では、学業と進路に関することとして、自分の適

性について考えたり、主体的な進路選択や将来設

計について学ぶことになっており、各中学校にお

、 、いて 将来に夢や希望が持てる進路指導が計画的

継続的に展開されております。

また、総合的な学習の時間の中では、市内全中

学校において、望ましい勤労観や職業観を育て、

将来の自分の生き方について考える機会とするこ

とを主な目的として、地域にある会社や事業所の

協力をいただきながら、職場体験学習を行ってお

ります。このように市内各中学校においては、学

級活動または総合的な学習の時間を利用した学習

や体験活動を通して立志式の趣旨である社会の一

員としての自覚や将来に向けた志を持たせること

ができるよう指導しております。

このような立志式の実施の有無を含めた学校の

教育課程については、各学校において、その実態

を十分考慮し、創意工夫して編成するものとなっ

ております。したがいまして、教育委員会といた

しましては、議員ご指摘のとおり立志式の意義を

十分理解しておりますが、教育課程編成における

学校の主体性を重んじ、実施の判断は各学校に委

ねたいと考えております。しかしながら、議員の

ご指摘を踏まえて子供たちが自分の夢や目標を持

ち、その実現に向けて生き生きと学び努力するこ

とのできる学校づくりを支援してまいりたいと考

、 。えておりますので ご理解を賜りたいと存じます

次に、ご質問の第２点目、児童・生徒の肥満の

。 、状況についてお答えします 議員ご指摘のとおり

、 、青森県の児童・生徒は 肥満傾向児の割合が高く

その出現率は全国平均を上回る状況となっており

ます。最新の調査結果であります平成23年度学校

保健統計調査によりますと、青森県の肥満傾向児

出現率は小学１年生から中学３年生の全年齢層に

おいて、全国の出現率を上回っております。

むつ市の状況を見ますと、小・中学校全学年で

青森県の出現率よりも高く、小学１年生は出現率

が約8.3％と１桁台でありますが、残りの８つの

学年については、全て13％以上となっており、む

つ市は青森県の平均以上に肥満傾向児の割合が高

いというのが現状であります。

しかし むつ市の児童・生徒について 平成22年、 、

度と平成23年度の経年比較を見ますと、小学２年

生から中学３年生までの８つの学年のうち６つの

学年で肥満傾向児の出現率が前年を下回ってお

り、改善の兆しが見られるという状況になってお

ります。各学校における給食指導との関連を図っ

た望ましい食習慣、栄養のバランス等についての

食に関する指導のほか、体育の授業、マラソンや

縄跳びなどの学校独自の活動、部活動等を通した

運動への取り組み、運動の習慣化を図る指導が改

善につながりつつあるものと考えております。

次に、ご質問の第３点目、弁当の日についてお

答えします。近年子供の食を取り巻く状況は、社

会環境や生活環境の急速な進展に伴って大きく変

化し、食に対する感謝の念や理解が薄れ、栄養の

偏りや食習慣の乱れ、肥満や生活習慣病の増加や

低年齢化など子供の心と体への影響が懸念されて
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おります。このような状況の中で、これからの社

会を生きる子供たちが食に関する正しい知識や望

ましい食習慣を身につけることは重要な課題であ

ると認識しております。

お尋ねの弁当の日につきましては、食に関する

指導の一環として、2001年に香川県滝宮小学校の

竹下和男校長の提唱で始まった実践であり、議員

からお話があったとおり、献立づくりから食材の

買い出し、調理、弁当詰め、後始末までを子供た

ちが行うというものであります。子供たちが自ら

弁当をつくるという取り組みは、自立心や社会性

を育み、家族の愛情に気づき、感謝の気持ちを持

ったり、命のとうとさや生産者への理解を深める

など、大変意義のある実践であると考えておりま

す。

当市の小・中学校における食に関する指導につ

いては、平成20年に改訂され、食育の推進につい

て初めて総則に規定された学習指導要領に基づ

、 、 、き 給食に関する指導と関連させながら 体育科

家庭科、特別活動など教育活動全体を通して行わ

れております。具体的には、食事の重要性、望ま

しい栄養や食事のとり方、食物を大切にし、生産

者に対する感謝の心を育むことなど、児童・生徒

の発達の段階に応じた指導がなされております。

教育委員会といたしましても 「むつ市学校教、

育指導の方針と重点」の中に「食に関する指導の

充実」との１項を掲げ、学校における食育が計画

的、総合的、継続的に行われ、子供たちの健やか

な成長が図られるよう指導しているところであり

ます。

このような取り組みの中で、弁当の日について

、 、は 現在４つの小学校で実施されておりますので

他の学校にも弁当の日の意義や実践内容について

学校訪問等を通して周知していきたいと考えてお

ります。

最後に、ご質問の第４点目、いじめについてで

あります。なお、いじめに関するご質問について

は、複数の議員の方々からいただいておりますの

で、内容に一部重複する部分がございますことを

ご了承願います。

まず、当市におけるいじめ問題の状況について

お答えいたします。過去５年間のいじめを受けた

児童・生徒数は、平成19年度９人、平成20年度７

人 平成21年度５人 平成22年度は４人 平成23年、 、 、

度２人と報告されており、いじめの件数は年々減

少しているという状況にあります。

当市において年々いじめの件数が減少している

理由といたしましては、各学校が道徳の時間を初

め全教育活動を通して心の教育に取り組み、いじ

め根絶に取り組んでいることが挙げられます。あ

わせて児童・生徒に対する観察や面談、アンケー

ト調査などのきめ細やかな対応に加え、学校内で

の情報共有や関係機関、家庭、地域との連携の中

でいじめはもちろん、問題行動等の早期発見に努

めている体制が徐々に構築されてきたことも挙げ

られます。

議員ご指摘の文部科学省によるいじめの問題に

関する児童生徒の実態把握並びに教育委員会及び

学校の取組状況に係る緊急調査では、昨年度いじ

め問題の取り組みについて、全小学校と中学校９

校中７校が点検項目を設けて定期的に点検をした

り、いじめの実態把握に関するアンケート調査を

実施しております。さらに、全小・中学校とも定

期的に行う個別の教育相談を実施し、いじめ問題

への早期発見、早期対応に努めている状況にあり

ます。

しかしながら、今年度４月から今回の調査時点

までにおいていじめを受けた児童・生徒数は２人

という報告を受けており、今後とも各学校と連携

しながらいじめの根絶に努めてまいりたいと考え

ております。

次に、いじめ問題に対する教育委員会としての
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対策についてお答えいたします。教育委員会とい

たしましては、子供たちのいじめ等のさまざまな

、 、問題の予兆を見逃さないために また学校と家庭

地域、教育委員会を含めた関係機関との協力、連

携、強化を図るために、各学校へむつ市教育相談

支援員やスクールカウンセラーを派遣するととも

に、いじめ等の悩み事に対応する電話相談の窓口

であるむつ市教育相談室を設置するなどの対応を

しているところであります。さらに、平成19年度

より児童・生徒の学級満足度や学校生活意欲度を

調査し、児童・生徒理解を深め、いじめの根絶な

どを図ることを目的にＱ-Ｕ検査を実施しており

。 、 、ます 当初は 中学校１年生のみの実施でしたが

平成22年度より小学校５年生から中学校３年生ま

でに広げ実施してまいりました。

各学校においては、Ｑ-Ｕの分析結果を活用し

て人間関係につまずいている児童・生徒について

把握し、校内研修等を実施し、児童・生徒理解に

努めております。

、 、 、いじめ対策は 議員ご指摘のとおり 早期発見

早期対応が大切であり、定期的な教育相談やアン

ケート調査、日常のきめ細やかな観察はその第一

歩であります。したがいまして、学校の実情と生

徒の実態に応じてアンケート調査と、これに基づ

いた校内研修の実施を引き続き校長会、学校訪問

等あらゆる機会を通して指導してまいりたいと考

、 。えておりますので ご理解を賜りたいと存じます

〇議長（山本留義） 24番。

（ ） 、〇24番 岡崎健吾 都市との交流についてですが

アンケートの結果は余り芳しくないようでありま

すが、その中でも例えば都会に住む陶芸家さんと

か、画家とか、そういう人もいるかと思います。

そういう人ほど廃校、古い空き家、そういうのを

求めているのではないかと思います。また、その

中にはＵターン、Ｉターンを希望している人も少

なからずいるものと思います。

例えば市のほうに空き家とか廃校について問い

合わせがあったのかどうか、ちょっとお聞きした

いと思います。

〇議長（山本留義） 総務政策部長。

〇総務政策部長（伊藤道郎） ただいまのご質問で

ございますけれども、そのような部分で市のほう

に問い合わせがあったということは、私の段階で

は把握しておりません。

〇議長（山本留義） 教育部長。

〇教育部長（齋藤秀人） 岡崎議員の廃校の部分で

ございますけれども、お問い合わせはありません

でした。

〇議長（山本留義） 24番。

〇24番（岡崎健吾） 問い合わせがなかったという

ことですが、逆に言えば、情報を余り発信してい

ないという面で捉えてもいいのではないかと思い

ます。市のホームページで、私は空き家バンクと

か、そういうのをつくって、もっともっと情報を

提供すべきと思いますが、どうでしょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 市といたしましては、まだ

具体的な制度は、当然今のところはつくっており

ません。基本的には、まずむつ市の魅力発信、こ

れを最優先として位置づけていかなければいけな

いものと。この部分においては、市のホームペー

ジ、そしてまた「ぐるりんしもきた」だとかさま

ざまな市がリンクしておりますそういうふうなと

ころをごらんになっていただき、まず我々もＰＲ

していかなければいけません。ホームページを通

して発信をしていかなければいけない、こういう

ふうに基本的には考えております。

この空き家バンク、この部分でございますけれ

ども、空き家バンクは南部町、これが青森県内で

はただ１つ設置して、その情報提供を行っている

と、こういうふうに伺っておりますけれども、こ

の南部町は町全体でまず達者村事業ということに
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取り組んでおって、青森県が農林水産業と観光を

結びつけましたあおもりツーリズム、このモデル

事業で旧名川町、合併いたしまして、その疑似農

村として開村したものだと。疑似農村、達者村と

いうふうなことで開村したものだと。そして、合

併を経て新南部町に引き継がれたというふうなこ

とで、現在もグリーンツーリズム施策の展開、農

業体験、修学旅行の受け入れ、これを積極的に行

っているということでございます。

さらに、グリーンツーリズムの考え方に、グリ

ーンツーリズムをするこの一つの大きなコンセプ

トの中に長期滞在、定住という、そういうふうな

新たな要素を加えて究極のグリーンツーリズムを

目指すため、その一環として空き家バンクを創設

したと、このように伺っておるところでございま

す。この南部町の施策を例に挙げれば、目指すべ

きコンセプトに基づく事業を展開する中で、その

手段の一つとして空き家バンクの活用を検討すべ

きものと考えるところでありまして、また地方自

治体が、例えばむつ市が不動産の仲介役になると

いうことはよしとせず、これは宅建業協会に委託

している自治体のというふうなところが散見され

ておりますので、その手法等も研究はしていきた

いと、このように思うところでございます。

◎会議録署名議員の追加指名

〇議長（山本留義） この際、会議録署名議員が不

在となりましたので、会議録署名議員を追加指名

いたします。

９番東健而議員を指名いたします。

〇議長（山本留義） 24番。

〇24番（岡崎健吾） むつ市でもふるさと応援隊と

いうものがあるみたいですが、それとちょっと重

、 、なる部分もあるかと思いますが むつ市出身の方

それからゆかりのある方など、芸術、文化、スポ

ーツ、そして芸能で活躍されている中からふるさ

と大使を委嘱して、むつ市の豊かなふるさと資源

を広く宣伝、周知していただくという考えはどう

でしょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） ただいまの岡崎議員のお話

のふるさと大使というふうなことでございますけ

れども、ふるさと大使というふうな名称ではござ

いませんけれども、むつ市では元気むつ市応援隊

というふうなことを設置いたしまして、自衛隊Ｏ

Ｂの方々、そしてまた各研究機関、そして電力関

係事業者の方々、そしてまたむつ市にゆかりのあ

る方、ご出身の方々、高校の同窓会の方々、そう

いうふうな方々にこの元気むつ市応援隊というふ

うなのを委嘱いたしまして、さまざまな形でむつ

市のＰＲ、そして情報を提供していただいており

ます。そういう意味では、ふるさと大使というふ

うな岡崎議員お話しのような、そういうふうな役

割もやはり持っていただいておりますし、今現在

果たしていただいております。特にことしの５月

でした、亀戸天神のほうに元気むつ市応援隊の方

々が非常に多く来ていただき、そしてその裾野も

どんどん、どんどん広がってきていると。観光に

ついても、産業についても、さまざまな形でご提

言をいただいております。その意味からして、文

化資源や人の魅力、この部分について、むつ下北

の魅力を首都圏で発信をしていただいているとい

うところでございますので、岡崎議員お話しのふ

るさと大使というふうなこの部分については、名

称は違いますけれども、その性質を兼ね備えたも

のとしてさまざまな部分でご協力をいただいてい

るということでご理解を……

（ 何人くらい」の声あり）「

〇市長 宮下順一郎 現在80名から90名……100名（ ）

前後というふうなことでございます。文化系、そ
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れから芸術系、そういうふうな方々も入っており

ますし、また議員各位にもこれまでさまざまな方

々をご紹介させていただいております。

特にちょっと１つ例を挙げさせていただきます

と、間もなくでございますけれども、むつ市出身

の新聞販売店の方のご厚意によりまして、東京都

の西部地区、横浜市と東京都の西部地区になりま

すけれども、そちらのほうにチラシの折り込みを

破格の値段でむつ市のＰＲをしていただくとか、

そういうふうな形でご協力をいただいておるとい

うふうなところで今展開をしております。岡崎議

員お話しのふるさと大使というふうな役割も負っ

ていただいておるということで、心から感謝申し

上げ、またその充実に相努めていきたいと、この

ように思っております。

〇議長（山本留義） 24番。

〇24番（岡崎健吾） 先ほどの佐賀議員もおっしゃ

いましたが、このむつ下北、非常に災害のないま

ちだと思います。私は災害のないまち、そして四

季がはっきりして本当に住みやすいまちだと思っ

ています。そういう部分をもっともっとＰＲして

もよいのではないかなと思います。

、 、 、今市長言われたのですが 旧川内町 旧大畑町

旧脇野沢村には、関東かわうち会とかそういうの

がありました。今100名ほどいるとかという話で

すが、関東むつ会とか、そういうのを設立すると

か、そういうお考えはないでしょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 川内地区の方々は関東かわ

うち会だったでしょうか、その方の代表の方もこ

の元気むつ市応援隊に入っていただいておりま

す。また、大畑地区も脇野沢地区も３地区の方々

それぞれの旧町村の段階での関東地方でのその活

躍の場と申しますか、交流の場というふうな方々

の代表の方々もこの元気むつ市応援隊を委嘱して

おりますので、この部分においてはあえてこの際

というふうなことで、むつ……何と申しましたで

しょうか、関東むつ会ですか、そういうふうな形

の名前を、関東むつ会としますと、むつ市出身だ

けというふうなことのちょっと捉え方もあろうか

、 、 、と思いますので 東京から 中央のほうから元気

この部分を応援してもらおうと、さまざまな提案

をしていただこうというふうなことでの元気むつ

市応援隊、これを継続していきたいと。しかしな

がら、その意図するところは岡崎議員のお話の関

、 、東むつ会というふうなことで 東京都のみならず

神奈川、そして埼玉というふうな形で広がってき

ております。これをネットワークをもっともっと

広げていって、さまざまな形でのこちらの情報を

提供していきたいと、このように今考えておると

ころでございます。

〇議長（山本留義） 24番。

〇24番（岡崎健吾） 私がなぜこれを言ったかとい

うと、この会員の方々は全部消費者になると思う

のです。ですから、むつ市それから旧３町村から

出ている方、かなりの数がいると思います。それ

らの方を消費者と捉えて、もっともっとＰＲをし

ていただければなと思います。

それから、もう一点、今10月13日に３日間東京

中野駅や中野サンプラザで東京青森会主催で青森

の自慢を発信する青森人（あおもりびと）の祭典

というのがありますが、これに出席する予定はむ

つ市のほうであるのでしょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） これは、東京青森県人会の

清藤会長さんが主催しておりますけれども、その

形で中野のほうで、中野駅周辺のほうで開催する

ということは伺っておりますけれども、むつ市の

ほうからは参加はいたしませんが、その部分にお

いてはさまざまな形でＰＲはさせていただいてお

ります。

〇議長（山本留義） 24番。
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〇24番（岡崎健吾） 児童・生徒の肥満についてお

伺いします。

先ほど答弁の中で平成22年度から平成23年度に

かけては改善の兆しが見られるということであり

ますが、それでも依然として県の平均以上の肥満

傾向児の割合が高いということであります。これ

らを改善するためには、学校、そして家庭が一緒

になってそういう取り組みが必要ではないかと思

いますが、これまで教育委員会ではどのような予

防対策を考えているのかお伺いします。

〇議長（山本留義） 教育長。

〇教育長（遠島 進） 児童・生徒の肥満について

の教育委員会としての予防対策についての再質問

にお答えいたします。

議員ただいまご指摘いただきましたように、こ

の生活習慣にかかわることについては、学校とし

ての取り組みだけではその効果に限界があり、家

庭あるいは地域を巻き込んだ取り組みが不可欠で

ございます。教育委員会では、今年度から県教育

委員会によるあすなろっ子健康生活改善大作戦事

業のもと、学校のみならず家庭や地域を巻き込ん

だ肥満対策に取り組むこととしております。市に

おいても、むつ市食育推進計画を策定いたしまし

て、肥満傾向児童・生徒の減少を目指して取り組

んでいるところであります。

、 、教育委員会といたしましても 食に関する指導

肥満対策等について、学校の取り組みをさらに支

援してまいりたいと考えておりますので、ご理解

賜りたいと存じます。

以上でございます。

〇議長（山本留義） 24番。

〇24番（岡崎健吾） 先日教育委員会のほうから平

成24年度むつ市教育委員会の事務の点検及び評価

に関する報告書、その中にも今のデータが出てい

ます。保健福祉部長にお伺いしますが、そういう

データ、児童・生徒の肥満が多いとか、そういう

データは保健福祉部のほうで押さえているのです

か。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（松尾秀一） 岡崎議員の再質問に

お答えいたします。

学校保健の現場からは、特に問題視されるよう

なデータの提供等は受けてはおりません。また、

保健福祉部の事業メニューにおきましても、残念

ながら児童・生徒に特化した生活習慣病健診、あ

るいはそれに類似した健診は実施しておりませ

ん。したがいまして、データ自体がないというこ

とですので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 24番。

〇24番（岡崎健吾） この生活習慣病については、

中学生がすごくエアポケットみたいになっている

と思うのです。鯵ヶ沢町や南部町、それから田子

町では、中学生の段階で生活習慣病予防の意識を

高め、将来的に町民全体の健康増進につなげよう

と２年生のうちに生活習慣病健診を実践していま

す。そして、その結果を親、子も含めて面談をし

て、今後の健康につながる、そういう指導をして

いるようなのですが、むつ市において中学生に対

して生活習慣病健診を今後行う計画があるのかど

うかお伺いします。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（松尾秀一） 岡崎議員の再質問に

お答えいたします。

弘前大学の協力を得まして、青森県内の３町に

おいて生活習慣病健診を実施しているのは私も新

聞報道等で承知しております。確かに生活習慣病

は低年齢化、あるいは予防意識の向上、さらには

将来を見据えたむつ市の健康推進対策という意味

合いにおいては的を射た着眼点かと思います。た

だし、生活習慣病健診を実施するということにな

りますと、例えば本年５月１日現在のむつ市内９

校の中学校２年生を対象ということにいたします
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と、男女合わせて627名の生徒が在籍しているわ

けです。したがいまして、どれだけの健診項目を

設定するかによっても異なりますけれども、仮に

健診を委託した場合、健診にかかわる応分の経費

と実施日数がかかることが想定されますことか

ら、実施の是非につきましては現段階での明言は

できません。しかしながら、今後的には学校保健

を所管いたします教育委員会、さらには中学生の

ご父兄はもとより、学校現場の意向等も踏まえま

して、本当に今必要な健診なのかどうか、今後の

検討課題の一つとさせていただきますので、ご理

解賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 24番。

〇24番（岡崎健吾） ぜひ保健福祉部と教育委員会

のほうで連携をとって、中学生の生活習慣病につ

いて検討していただきたいと思います。

以上で私の一般質問は終わりますが、最後に下

北最大の夏まつりである田名部まつりが終わり、

まだまだ暑さが続いておりますが、徐々に秋めい

てまいりました。そして、きょうから大畑まつり

が始まります。あすからは、川内八幡宮例大祭が

始まります。川内のお祭りの山車は、大きさ、重

さ、県内随一を誇ります。特に夜になると、ご祝

儀をもらえば右、左に大きく揺れ動き、そして地

響きが鳴るほど壮観なお祭りです。ぜひむつ市の

皆さんも16日の夜、川内のほうにお越しいただい

、 。て 川内まつりをご堪能いただければと思います

これで私の一般質問を終わります。

〇議長（山本留義） これで、岡崎健吾議員の質問

を終わります。

昼食のため午後１時40分まで休憩いたします。

午後 零時０８分 休憩

午後 １時４０分 再開

〇議長（山本留義） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎上路德昭議員

〇議長（山本留義） 次は、上路德昭議員の登壇を

求めます。１番上路德昭議員。

（１番 上路德昭議員登壇）

〇１番（上路德昭） むつ市議会第213回定例会、

一般質問初日に当たり質問をさせていただきます

上路德昭と申します。

むつ市議会議員としての地位を市民の皆様に与

えていただき、はや２年が過ぎました。質問に移

る前に、壇上にて今のむつ市を客観的に見て深く

考えさせられることがございましたので、お話を

させていただきます。

最近東京に住む知人とお話をする機会がござい

ました。むつ市及び下北半島は、原発とか再処理

とかを受け入れていかないと自治体が存在できな

いから嫌々やっているのかという質問を受けまし

た。私は、言葉に詰まりました。特段最近の全国

ニュースでは、青森県とここむつ下北は再処理に

ついての報道が目立っております。その当時未来

を思う先輩方の試みが東日本大震災後、そして福

島第一原子力発電所事故後の現在は、市民の皆様

に不安という足かせとなって影響を及ぼしており

ます。

前回の一般質問においてフィンランドのオンカ

ロのお話をさせていただきました。あれから３カ

月が過ぎ、最終処分地のニュース報道も多々ござ

いました。政府は、2030年までに脱原発の方向性

をほぼ確立し、今度は再処理の問題が別枠として

浮上してまいりました。それに伴い次なる問題点

は、直接処分の方向性が決まりますと、再処理政

策は大きな矛盾を生んでしまいます。何か解決し

たような、解決していないようなぐるぐると回り

回っていきそうな様相を呈しております。再処理

の安全性や再処理の確立を青森県だけが背負うよ
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うなことになってはいけません。今までの努力や

投資を無駄にしたくないという思いもまた一つ、

今までの優遇を吹っ切って進む決断も世論の中で

答えを見出していかなければなりません。

原子力委員会新計画策定会議の中では、さまざ

まなシナリオが提案されております。とある学者

の説で、10年、20年、または50年とかけて、当面

地上での１次貯蔵をし、科学技術の進歩の中でも

っともっと地球に害のない安全かつ適切な処理方

法を模索していくべきだと提唱する学者もおられ

ます。人間が起こした危険な火は、人間の力で安

全に鎮火することもまた一つの技術開発です。私

は、地層処分よりも、安全に処分するという観点

から見ると、現時点でこの意見が一番の得策だと

考えております。過去は過去でしかありません。

起こってしまったことは、取り返しがつかないの

、 、で 第一線で決断していく立場にある自分自身が

都会に住む友人との何気ないやりとりの後に心に

つっかえた問題点を調べて自分なりに見出したむ

つ市の今後の原子力とのおつき合いの答えです。

さて、そういったもやもやを忘れさせてくれる

ように、ロンドンオリンピックとパラリンピック

が真夏の猛暑の中熱戦を繰り広げました。寝不足

になっても、テレビの前で一生懸命応援し、感動

、 。した日々があっという間に過ぎ 幕を閉じました

最高峰の世界大会に日本を代表し、そしてむつ市

を代表し、男子400メートルハードルに出場した

岸本鷹幸選手に心から尊敬の念を抱いておりま

す。ひたむきにあの舞台に立つ岸本選手を見て、

もっともっとマンパワー、人間の力を生かして地

域の経済活動の活性化ができるのではないかとい

う光明が見えました。行政の開放政策を促し、市

民主体による事業をどんどん推し進めていけば、

スポーツ振興のみならず、地域経済の振興につな

がるのではないかという発想から質問に移らせて

いただきます。

質問事項１、民間のスポーツクラブと部活動の

新しい融合について。質問の要旨（１ 、多種多）

様になったスポーツ活動において子供の自由を制

限しない取り組みについて （２ 、民間スポー。 ）

ツクラブを後押しする市政の構築に向けてをお聞

きいたします。

続きまして、指定管理者制度の今後についてを

お聞きいたします。民間の経済活動と行政管理施

設との融合により、市民のサービス性を向上させ

ることが指定管理の理念の一つとなっております

が、近年は企業のイメージアップというメリット

も考慮し、日本中でその活用方法が地域色豊かに

展開されております。行政側が提供するサービス

を指定管理者制度でもっともっと広げることがで

きるのであれば、もっと自由に、そして幅を広く

展開することが今後の大事な要素と考えておりま

す。

前回むつ市議会第212回定例会において、３回

目の審査、改定が終了いたしました。この制度を

さらによりよい制度にするため、これまでの反省

点と今後の展望についてをお伺いいたします。

質問事項２、指定管理者制度の今後について。

質問の要旨（１ 、指定管理者制度導入から10年）

を迎え、見えてきた反省点と今後の展望は。

質問の要旨（２ 、新規に指定管理する施設の）

採算性と透明性を高める努力についての、以上２

項目、４点の要旨についてお伺いいたします。

市長並びに理事者の皆様方におかれましては、

傍聴席に足を運んでいただいている市民の皆様、

またエフエムアジュールを通してお聞きの市民の

皆様に明快かつ建設的なご答弁をよろしくお願い

いたします。

以上、壇上からの質問を終わらせていただきま

す。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下順一郎市長登壇）
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〇市長（宮下順一郎） 上路議員のご質問にお答え

いたします。

まず、民間スポーツクラブと部活動の新しい融

合についての第１点目、多種多様になったスポー

ツ活動において、子供の自由を制限しない取り組

みにつきましては、教育委員会より答弁をいたし

ます。

次に、２点目の民間スポーツクラブを後押しす

る市政の構築についてのご質問にお答えいたしま

す。市では、民間の各種クラブ等に対する支援と

しましては、体育スポーツ活動の普及とグループ

の育成と生涯スポーツの普及及び安全な遊び場の

確保を目的にむつ市立学校体育施設開放事業実施

要綱を定め、学校教育に支障のない範囲で調整を

行い、体育館等の開放をした取り組みを行ってお

ります。

平成23年度における学校体育施設開放事業は、

市内13の小・中学校の体育館等を活用し、バスケ

ットボール、バドミントン、バレーボールやフッ

トサルなど、多種多様な競技に約80のクラブや団

体延べ約２万人の方々が利用し、大人のみならず

子供たちも一緒に汗を流しながらスポーツを楽し

んでおり、日曜日を除くほぼ毎日使用されている

、 、状況で 非常に人気が高い事業内容となっており

民間クラブの後押しとしては非常に効果的な事業

と認識しております。

また、市内の民間スポーツクラブといたしまし

ては、総合型地域スポーツクラブ制度を用いたク

ラブや、サッカー、スキー、陸上など種目ごとに

結成されたスポーツクラブが活発に活動している

状況となっております。

最近では、これらスポーツクラブが頻繁に全国

レベルの大会に参加するなど、その成績には目を

みはるものがあります。この中で総合型地域スポ

ーツクラブは文部科学省がスポーツ振興施策の一

つとして推進しているもので、地域住民が主体的

に運営し、子供から高齢者まで、また初心者から

トップレベル競技者まで、地域の誰もが年齢、興

味、関心、技術、技能レベルに応じていつでも活

動でき、文化活動も含めた複数の種目が用意され

ているなどの特徴を持った新しいタイプのスポー

ツクラブとして市内では１つのクラブが設立され

て活動しているところであります。

今後は、このようなコミュニティー型のスポー

ツクラブの多様な活動を通じ、部活動の指導者と

スポーツクラブの指導者が互いに連携して指導す

ることなども含め、スポーツクラブと部活動が融

合することでもたらされる効果はスポーツに限ら

ず、健康、文化、世代間交流など、多岐にわたる

ものと推測されるところであります。

市といたしましても、民間スポーツクラブの活

動が盛んになることで、市民スポーツ人口の拡大

につながり、ひいては生涯スポーツの普及など市

のスポーツ行政の目的に寄与するものと認識して

おり、今後どのような支援ができるのか、重要な

課題の一つとして研究をしてまいりたいと考えて

おりますので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、指定管理者制度の今後についてのご質問

の第１点目、指定管理者制度導入から10年目を迎

え見えてきた反省点と今後の展望はについてお答

えいたします。

議員ご質問のとおり、平成15年の地方自治法の

一部改正により、公の施設の管理について指定管

理者制度が導入され、当市においても平成18年度

から指定管理者制度を導入し、現在は54施設につ

いて18団体を指定管理者として指定しているとこ

ろであります。

制度導入に当たり、当市では指定管理者制度運

用指針を定めましたが、制度を運用していくうえ

で問題となるさまざまな課題に対応するため、毎

年改定し、適切な指定管理者制度の運用に努めて

まいりました。
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改定した内容といたしましては、例えば毎年指

定管理団体の運営状況を評価検証し公表すること

としたこと、あるいは複数の団体が共同でグルー

プを構成して応募することを可能としたこと、さ

らに施設の利用促進に向け承認要件を満たした場

合には、指定管理者が行う自主事業における施設

利用料を無料としたことなど、施設の管理運営に

民間能力を活用し、より柔軟で質の高い住民サー

ビスの提供と経費の節減等を図るための改善を加

えてきております。

、 、また この指定管理制度を導入したことにより

平成18年度から平成23年度までの６年間で約４億

8,500万円の経費節減効果があり、経費節減面で

は一定の効果が得られているものと考えておりま

す。

しかしながら、質の高い住民サービスの提供と

いう観点から、民間のノウハウを取り入れること

によって住民サービスの向上につながる施設と、

業務の内容によっては市が直接管理するべき施設

について、その判断を適切に行う必要があること

から、今後も指定管理への移行については議論を

重ね、慎重に導入を検討していくとともに、毎年

の経営状況を検証しつつ、指定管理者に対して積

極的な事業展開による住民サービス向上を促す必

要があると考えております。

発足後10年を迎えた制度とはいえ、指定管理者

制度は各自治体の自主性に委ねられている制度で

ありますので、各自治体それぞれ課題を抱えてお

り、運用の仕方もそれぞれ異なっております。

このような状況を踏まえ、平成23年１月、当時

の片山総務大臣は会見で、指定管理者制度はこれ

までコストカットのツールとして使ってきた嫌い

があるが、一番の狙いは行政サービスの質の向上

にあるはずと、これまでの経費削減重視から行政

サービスの質の向上に重きを置くべきとの考えを

、 。述べ 今後の制度運用の方向性を示しております

当市といたしましても、指定管理者制度を導入

することにより、行政サービスの質が向上するよ

う各施設で抱える課題を出し合い、より利用しや

すい施設となるよう改善等について指導してまい

りたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと

存じます。

ご質問の２点目、新規に指定管理する施設の採

算性と透明性を高める努力についてであります

が、指定管理者の選定につきましては、まず庁内

の指定管理者移行検討会において、指定管理によ

り住民サービスが向上する施設か、経費節減効果

はどのくらいかなどについて協議し、導入すべき

か否かの決定を行い、導入すべきとした場合は、

指定管理の仕様と指定管理料の上限を示して公募

に付し、応募団体についての選定委員会を数回開

催し、指定管理者候補者を決定しておりますが、

この過程の公開度は、応募団体のノウハウに対す

る配慮もあり、各自治体でまちまちの状況にあり

ます。

また、当市では各年度ごとの指定管理施設の収

支、指定管理団体及び所管課の評価をホームペー

ジで公表しておりますが、今後さらにこれらの公

表方法や内容について精査し、市民の皆様にわか

りやすい内容での公表を目指すとともに、透明性

を高めるよう検討してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 教育長。

（遠島 進教育長登壇）

〇教育長（遠島 進） 上路議員の民間スポーツク

ラブと部活動の新しい融合についての質問の第１

点目、多種多様になったスポーツ活動において、

子供の自由を制限しない取り組みについてのご質

問にお答えいたします。

現在むつ市の中学校においては、全生徒が部活

。 、動に参加することとなっております このことは

平成24年度より実施されました中学校学習指導要
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領の中に「部活動については、スポーツや文化及

び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、

連帯感の涵養等に資するものであり、学校教育の

一環として、教育課程との関連が図られるよう留

意すること」という記述が盛り込まれており、部

活動が学校生活の中で授業とともに非常に大きな

役割を果たしていることと理解しております。

現在部活動の設定につきましては、各中学校が

現状を考慮しながら決定しており、各中学校に一

任される形になっております。

議員ご指摘の部活動が民間スポーツクラブへの

参加を制限しているのではないかという点につき

まして、市内中学校に見られる２つの例をご紹介

させていただきます。

１つ目は、民間のスイミングスクールでの練習

を部活動とみなしている例です。これは、学校と

保護者とスイミングスクールの３者の合意のうえ

でスイミングスクールでの練習時間を部活動の時

、 、間としてみなし その時間に生徒と教諭を派遣し

それを水泳部の活動としております。中体連の水

泳競技には、学校の水泳部として参加をして好成

績をおさめております。

２つ目は、部活動と並行して同じ競技の民間の

スポーツクラブや道場の練習に参加している例で

す。学校の部活動の時間以外に所属している民間

のクラブや道場の練習にも参加し、技能等をさら

に向上させ、中体連以外の大会にも参加し、こち

らもそれぞれが好成績に結びついているものと伺

っております。

これらの例につきましては、全体から見ると少

数ではありますが、民間のスポーツクラブと学校

の部活動との融合の例として捉えることができる

ものと思われます。

今後民間スポーツクラブ等との融合を全面的に

推進していくことを考えた場合、従来の各中学校

で行われてきた部活動の意義が薄れてしまう可能

性や、地域によっては民間のスポーツクラブに所

属させたくても練習に通わせることが困難な場合

もあると予想され、そうした地域にとっては、今

後も学校での部活動は重要な位置づけであり続け

ると考えております。

部活動は、社会体育的要素はありますが、学校

教育活動の一環であり、多感な中学校時代の生徒

の自主性と個性を伸ばし、健全育成に役立てるこ

とができるものと捉えております。教育委員会と

いたしましては、民間スポーツクラブと部活動の

融合につきまして、むつ市内小・中学校全体と各

学校を取り巻く地域の環境等を勘案しながら、今

後検討してまいりたいと考えておりますので、議

員のご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） １番。

（ ） 。〇１番 上路德昭 ご答弁ありがとうございます

最初に、民間のスポーツ団体についての再質問を

させていただきます。

今のご答弁にもあったとおり、水泳、剣道、そ

ういった部分がうまくいっているということで、

ほかにも今質問事項の中にもあったとおり、多種

多様になってきているという部分がありますが、

剣道や水泳以外にもそういう教育委員会のほうで

何か確認されているスポーツ団体、民間のほうの

スポーツ団体で中学生が行っているという事実を

確認していることは、ほかにございますか。

〇議長（山本留義） 学校教育課長。

（ ）〇教育委員会事務局副理事学校教育課長 室舘幸一

ただいまご質問ありました水泳、剣道以外にと

いう部分でありますけれども、他の競技でありま

すと、スキー、卓球、柔道という種目がございま

す。

以上です。

〇議長（山本留義） １番。

〇１番（上路德昭） それでは、ほかにそういうふ

うなスポーツ団体として、これは市民スポーツ課
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も絡んでくるのかもしれないのですけれども、そ

ういう団体をつくりたいという意向が今まででも

ありましたでしょうか。これは、確認できるほう

でよろしいのですが。

〇議長（山本留義） 民生部長。

〇民生部長（奥川清次郎） スポーツクラブをつく

りたいとか、そういうような相談があったかとい

うことでございますが、そもそも今ございます先

ほどちょっと触れましたけれども、総合型地域ス

ポーツクラブ、これは市の許可ではございません

けれども、その設立においては市のほうでかなり

援助といいますか、設立に当たっての金銭的なも

のではございませんけれども、相談とか例えば助

言とか、そういうものでかなり深く携わって設立

したという経緯はございます。これは、市民スポ

ーツ課が教育委員会にいたころの話でございま

す。

その後もう一つ、たしか、これははっきりとし

たことではございませんけれども、大畑地区のほ

うから、そのような総合型地域スポーツクラブに

ついて立ち上げたいというような相談があったよ

うに聞いております。その後はそういうような相

談というものは民生部のほうでは受けてございま

せん。

以上でございます。

〇議長（山本留義） １番。

〇１番（上路德昭） ありがとうございます。なぜ

に今こういう質問をしたかといいますと、中学校

の問題とすれば、バスケットボール問題とかも今

実際にむつの中ではあったりとかするのです。結

局ないので違うスポーツになって、また大人にな

って始めたという人も自分の同級生の中にも、下

の方もいますし、できればスポーツ団体として認

めてあげて、中学生とかがそのままそれに、大人

もまじったスポーツ団体に加入して、またさらに

自分の得意な種目での分野を伸ばしていくという

ふうな仕組みをつくりたいなとちょっと思ったの

で、こういう質問をさせていただきました。

例えばそういうふうな、今目の前にある現状で

は、そういうふうな問題点とかというのは教育委

員会のほうで何かありますでしょうか。小学校の

部活は、４年生からですけれども、小学校にはあ

って、初めて始めて、それから中学校になってな

いという分野が多々あると思いますけれども、そ

ういった問題は何かありますでしょうか。

〇議長（山本留義） 教育部長。

〇教育部長（齋藤秀人） 部活動ですけれども、中

学校では部活動という言葉を使ってございますけ

れども、今の上路議員のご質問の中にバスケット

ボールの例がありましたけれども、中学校では今

バスケット部というふうな部活動が行われている

のは３校あります。これに対する小学校は13校あ

りますので、それぞれミニバスケットボールをや

っている学校もありますが、ない部分もあるかも

しれませんけれども、それに引き継いでいかない

という問題は今発生してございます。ただ、それ

が中学校でなぜないかといいますと、やはり中学

校の問題としては、その部活動を編成したくても

生徒数が減っている学校もあるということから限

定せざるを得ないという事情がございます。そう

いう意味からしますと、この部活動については教

育の部分において、関連性を持った形で必ずやら

なければいけない部分でございますので、そうい

う選択という部分において、それをしていくとい

うことになります。

もう一方では、そのクラブ活動に対して子供た

ちが自由に選択できない。先ほども民生部長が言

いましたけれども、今総合型地域スポーツクラブ

については１つしかございませんので、これがで

きれば地域のほうに、そういうふうなものがあれ

ば、そのようなところでは子供たちのスポーツと

いう部分についてはもう少し選択肢がふえるので
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はないかなというふうに考えてございます。

〇議長（山本留義） １番。

〇１番（上路德昭） ありがとうございます。

先日私が所属する総務教育常任委員会におい

て、東京都の三鷹市に伺いまして、小中一貫とい

うことで、違う題材で行ったのですけれども、そ

の中のお聞きする分野の一つに、私がちょっと気

になった点が、中学校が自由化をすごくしている

らしくて、そっちのほうを私すごく聞いてしまっ

たのですけれども、それでも部活動の加入率がも

う97％とか98％とかという数字を聞きまして、都

会だからといえばそれまでなのかもしれないです

けれども、あちらのほうはそれこそ民間のそうい

うクラブ活動も盛んですし、中学校も小学校も盛

んなわけであって、例えば同じ一つの何かの大会

となったときに、小学校、中学校の部活動として

、 、のクラブもあれば 民間としてのクラブもあって

それがお互い競争力を高め合っているという分野

がありますので、できればむつ市もそういうふう

な形に持っていきたいという考えがありましたの

で、そういった場合に、では何か規制されている

部分がこの今のシステム上にあるのではないかと

いう発想がありましたので、こういったことを聞

きました。

私も、実はその一人なのです。私はずっとサッ

カーをやっていまして、小学校で出会って、これ

ヒアリングのときにも言いましたけれども、小学

校で出会って、小学校に内緒で好きなやつだけ集

まってチームを組んで、小学校の大会で優勝して

しまったのです。私たちが校長室に出向いて、そ

の賞状とカップを持っていって、これだけやった

のだから、サッカー部をつくってくださいと直訴

したことがあったのです。それでもやっぱり学校

側は、いや、それでもすぐにはできませんという

ことで、その後何年かした卒業後にできたらしい

のですけれども。例えばそういうふうな人がいる

のであればの話ですけれども、現在そういう状況

には至らないという判断でよろしいですか。それ

とも、いや、こういうのをやりたいのですと、例

えば極端に言えば、今フィギュアとかアイススケ

ートとかがすごくテレビでも放映されて人気なの

で、八戸まで出向いていって、私はこういうクラ

ブに入りたいのですけれども、毎日そのためのト

レーニングで部活に入っている時間がないので、

週末はそちらのほうに出向いていって、そういう

ふうなプロのフィギュアスケート選手になりたい

とかというような人とかも中にはいるのかどうか

というのだけちょっとお聞かせください。

〇議長（山本留義） 学校教育課長。

（ ）〇教育委員会事務局副理事学校教育課長 室舘幸一

まず、質問にお答えする前に、先ほど民間のス

ポーツクラブということで、大事な陸上というの

もありましたので、忘れておりましたので、加え

させていただきたいと思います。

あと、何か民間のスポーツクラブとの融合とい

う点で規制されている部分はないのかということ

なのですけれども、今現在少子化という問題で中

学生が非常に減っているということで、チーム編

成が難しいという問題が１つあります。

２つ目が指導者です。子供たちはさまざまなス

ポーツに触れたいというのですけれども、そうい

う専門的な指導者がなかなかいないという、確保

できない。この部分では、ぜひ連携を図っていき

たい、図らなければいけないと考えております。

３つ目は、練習環境ということで、さまざまな

フィギュアスケートだとかなんとかとありますけ

れども、このむつ市においてそういう練習ができ

る環境にあるのかどうかという問題。

そして、４つ目が費用ということです。その費

用は、では誰が負担するのか、保護者が全面的に

負担するのかというようなことがございまして、

教育委員会として、特に規制ということではない
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のですけれども、こういう問題について個々の実

態、学校の実情に応じて協議しながら、運動部活

動について編成しているという現状がございま

す。

過去に民間のスポーツクラブ等でそういうのが

あれば行きたいという本人の願いがあれば行かせ

るのかということについては、それは学校の事情

と保護者と本人を交えたうえで個別に協議しなが

ら、運営上可能であれば、そちらのほうも可能に

なると思っております。

ちなみに、学習指導要領というのがございまし

て、その中には地域との連携ということについて

も触れられております。例えば地域や学校の実態

に応じ、スポーツや文化及び科学等にわたる指導

者など地域の方々との協力、体育館や公民館など

の社会教育施設や地域のスポーツクラブといった

社会教育関係団体等との各種団体との連携などの

運営上の工夫を行うということがございますの

で、運営上の工夫について可能であれば、子供た

ちの希望に沿った活動ができるのではないかと考

えております。

以上です。

〇議長（山本留義） １番。

〇１番（上路德昭） ありがとうございます。フィ

ギュアというのは例えだったので、一つの例だっ

たのですけれども。今そのくらいまでたくさんテ

レビとかで見て、ああいうふうに今回もオリンピ

ックとかで見て、いろんな専門的な種目とかもご

ざいますので、私がイメージするのであれば、例

えば今オリンピックに出た岸本選手がちょっと引

退後にむつ市に帰ってきて、むつ市のために何か

をしたいと思って、例えば400メートルハードル

に特化した指導を小学校から教えていって、そう

いうクラブを立ち上げて、会費を募って、それを

自分の生活費の糧としながらよりよい選手を育て

ていくというような、これは例えばの話ですけれ

ども、そういったよき指導者と先ほど言いました

けれども、指導者というのは確かに何かの免許を

持っていなければいけないというのがあるのでし

ょうけれども、そういうふうな人が、先人の先輩

方がやって、それで初めてむつ市にいる子供たち

の成長というか、もっともっと飛躍的に伸びると

いうようなことも今後あり得なくもないと思うの

です。どんどん、どんどんそういうのを活発化さ

せていきたいというのもあるので、なかなかむつ

市というのは、私もそうなのですけれども、きの

うも先ほど答弁の中にあった体育館の開放で思い

っきりサッカーで汗を流してきましたが、やはり

来ている子供たちはもう高校生から中学生まで、

、 、うまい子もいれば すごく走る子もいたりとかと

そういう接点がつかめるので、できればそういっ

たことのクラブ活動というのをもし大人の方々が

起こして、子供も例えば会員として取り入れて、

うちのチームで大人の指導をしながら、人が集ま

るようであれば、そういうふうな形で簡単に結構

つくれても悪くないのではないかなというのをち

ょっと考えたりはするのですけれども。こういっ

たお話を聞いて、どう思いますでしょうか。市長

に聞けますか。だめですか。教育長、お願いしま

す。

〇議長（山本留義） 教育長。

〇教育長（遠島 進） 今議員がおっしゃったよう

な形でのスポーツの振興といったようなことにつ

いては、先ほど部長や課長からお話がありました

ように、部活動の数、中学生の人数が少なくなっ

ていることからの部活動の数が少なくなってい

る、そして試合に出たくてもチームがつくれない

といったようないろいろな困難な状況がある中

で、そういったことの打開策の一つとしていろん

なことを考えていく必要があるのではないかと。

今議員のお話を聞きまして、参考にしていきたい

というふうに思いました。
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以上でございます。

〇議長（山本留義） １番。

〇１番（上路德昭） ありがとうございます。実際

クラブ活動でいえば、サッカーのほうが一番それ

が如実にすごくあらわれていまして、ヒアリング

の段階でも言いましたけれども、もう高校のほう

の部は、とある高校ととある高校が２つで１つに

ならなければチームをつくれないと。私が出た高

校でもあるので、私たちのときはすごくたくさん

いましたけれども、今とある民間の団体のサッカ

ークラブがすごく強くて、皆さんそっちに行って

。 、 、しまうというような ただ そうなればなったで

私も含めてＯＢとして恥ずかしいので、やはりま

、 、た指導に行ったりとか またそういうので社会と

子供が大人との接点をつかめるという部分もあり

ますので、少子化だからそういうのができないと

いうのはただの言いわけだと思いますので、また

それを、もっとではそこを強くしていこうという

ふうに、何だ、弱いのだったらもっと強くしない

とというふうに思って、大人の人たちがまた立ち

上がってということもできますので、ぜひこれは

進めていっていただきたいと思います。

もう一点、これはご質問なのですけれども、さ

っき体育館の開放で80団体、２万人でしたか、す

ごく利用率が高くてよろしい事業だと思うのです

けれども、すばらしい事業だと思うのですけれど

も、これは時間的な制限は何か要望というか、来

たことがございますでしょうか。

〇議長（山本留義） 市民スポーツ課長。

〇民生部副理事市民スポーツ課長（杉山重行） 学

校開放事業の時間的なものでございますけれど

も、一応私のほうでは９時までということで設定

してございます。これは、教育委員会、各学校等

との協議のうえ、おおよそその時間で終了という

ところで考えてございます。あとは延長とかそう

いうような要望というような部分では承ってはご

ざいません。

以上でございます。

〇議長（山本留義） １番。

〇１番（上路德昭） ありがとうございます。市側

のほうで承っていないということで、私ちょっと

その件を承ったというか、今の時代、仕事も普通

に５時、６時で帰れるような人とかなんて逆に少

ないのですよね。昔の価値観からいえば、７時か

ら９時の練習というのが当然だったかもしれない

のですけれども、ぜひ８時から10時とかに持って

いきたいのでというのも言っている方がいらっし

ゃったのです。それは、ある程度時間の中の制限

を手前に出しておけば、それに応じて市側はそれ

を受理できるというのは可能なのでしょうか。

〇議長（山本留義） 市民スポーツ課長。

〇民生部副理事市民スポーツ課長（杉山重行） 所

管が教育委員会の施設ということになりますの

で、その辺のところのセキュリティーの関係もご

ざいまして、やはり一応限度は９時ごろではない

かというふうに考えてございますけれども、もし

そのような要望が多々あるようであれば、教育委

員会のほうと学校と協議しながら検討していかな

ければならないのかなというふうな思いはござい

ます。

以上でございます。

〇議長（山本留義） １番。

〇１番（上路德昭） その時間、それこそが先ほど

言ったクラブ活動にも結びつくのですけれども、

そういったことと結びつけて、例えば練習場所が

ないというふうになれば困るので、そういうふう

なものにまた持っていけるというような、そっち

のほうもやるし、例えば時間が８時から10時まで

にしてほしいとかという要望にも、どうしても体

育館競技というのは市民体育館とかもそうなので

すけれども、どうしても行政側の事情で、その時

間までというような形でしかなっていないので、
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これこそ本当に市民サービスはそんなに今の時代

にそぐっているものかと言われれば、そぐってい

ないような気がするのです。それは、する人でな

ければわからないかもしれないですけれども、例

えばもう８時に集合してから10時までやる。今ま

では７時から９時でぎりぎり間に合って来る人と

かおくれてくる人がいろんな人がいますので、そ

ういうふうな人に対応できるような状況をつくる

というのは大事だと思うのです。

セキュリティーの問題と言いましたけれども、

私も鍵をかけたことがありますけれども、鍵をか

けるだけと言えばおかしいですけれども、それで

何かピッピッピッと鳴って、警備のやつがかかる

だけなのですけれども、そういうふうな手間を惜

しむのではなくて、やはり使う人の、市民へのサ

ービス性にもっともっと重きを置いたほうがいい

と思うのですが、どうでしょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 上路議員のお気持ちはわか

りますけれども、やはり一つのルールの中でこれ

を運営していかなければ、今現在では19時から

21時というふうな形で学校開放の体育館とかの利

用を求めているわけですけれども。これを、では

20時から22時まで 一方では では夜９時から11時、 、

までやるとか、そういうふうなことがどんどん、

どんどん噴出してくるわけでございますので、一

定のある程度の一つの縛りの中でご利用いただく

というふうな形にしていかなければ、本当にこれ

収拾のつかない事態になるおそれがあると思いま

す。ですから、市といたしましては施設管理の部

分、ピッピッピッとやることも、これは大事なこ

とでございます。セキュリティーの問題、これピ

ッピッピッとやるのはセキュリティーでございま

すので、そういうふうなところもしっかりと管理

をしながら、事故のないような範囲の中で夜７時

から９時までという線で開放しているわけでござ

います。これ本当に縛りがなくなると、無制限の

状態になってくるというふうなことになりますの

で、行政としてはある一定の約束事の中でご利用

いただくというふうなことになろうと思います。

また、特別の団体等がもしその部分で、１時間

遅くして１時間延ばしてくれというふうなこと

は、それぞれのまた個々の対応、こういうふうな

ことは考えられるわけですけれども、そういうふ

うなことで一斉に例えば時間を延ばすとか、そう

いうふうなことはなかなか難しいということだと

思います。

〇議長（山本留義） １番。

〇１番（上路德昭） ありがとうございます。その

個々の対応でよろしいので、何かそういうふうな

のがありましたら、ぜひ受けていただきたいと思

います。スポーツをやれば、やはり健康にもよい

ですし、そういうふうにつながりますので、ぜひ

ともよろしくお願いします。

時間もないのですけれども、済みません、ちょ

っと言い忘れたことがありまして。今、これ特定

になってしまいますけれども、ボートとか市民の

主催でレガッタとか、そういうふうなことが開催

されていますので、例えばなのですけれども、そ

ういうふうなのが自発的に行われていますので、

そういうふうなものをもっとそういう人たちの団

体とうまく共通してやっていければ、もっとすて

きなことになると思いますので、そういうふうな

ことを含めて、この質問の最初の１番は終わりた

いと思います。

指定管理者制度、先ほど４億8,500万円の経費

削減につながったということで、こちらはまたち

ょっと時間的なサービスとかというのの分野もそ

うなのですけれども、値段等の使用料に関しての

収益、これのバランスは今市側としてはどのよう

な発想で、これで十分だと捉えているか、それと

も、いや、まだまだもうちょっと収益アップをし
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てもらわなければ困るというふうに考えているか

をちょっと教えていただきたいのですが。

〇議長（山本留義） 総務政策部長。

〇総務政策部長（伊藤道郎） 収益というようなお

話ですけれども、それぞれの施設で有料の場合の

収益がどうかというようなことで受けとめさせて

いただきますと、黒字になっている部分という施

設はほとんどございませんで、これは高齢者福祉

施設いこいの里とか、それから介護老人保健施設

やげんなどは、収益は上がっているものでござい

ますけれども、ほとんどの部分では公の施設でご

ざいますので、なかなか黒字というようなことは

ない状況にございます。

〇議長（山本留義） １番。

〇１番（上路德昭） なぜこういう質問をしたかと

いいますと、今回の改定に伴って、過去の資料と

かも見せてもらったのですけれども、指定管理料

に対してのそういった利益率、高齢者福祉施設い

こいの里とか、そういうふうな医療系も含めての

話ではないので、使ってもらって収益をいただい

て、それで足りない分は指定管理料で何とか賄っ

ていくというふうな、発想はちょっとまた行政側

と違うのかもしれないのですけれども、そういう

ふうに、なぜにそれが変わらないのかなというの

が不思議な点だったのです、３年間通して。本来

であれば、今これが終われば９年目に突入します

けれども、やった最初の契約料よりはもっともっ

と市側の負担は安くなっていっているという過程

が欲しいところなのですけれども、こういうふう

。 、な観点はないでしょうか もっと減らしたいとか

そういう観点はないでしょうか。

〇議長（山本留義） 副市長。

〇副市長（新谷加水） この指定管理の導入につい

ては、ご指摘のように、ともかく市民サービスの

向上、利用者利便性の向上というふうなことが第

一義に上げられるわけでございます。片山元総務

大臣が指摘していたように、経費の節減と、余り

そっちのほうに偏ってはいけないというふうなこ

ともございますので、民間活力を活用した利用者

、 。利便性の向上と こういうふうなところが第一義

さらには、なかなか結びつくことは難しいのです

、 、けれども できれば雇用の増というふうなところ

雇用機会の増というふうなところが目指すところ

ということになるわけでございます。

おっしゃっております経費の、いわゆる市がか

ける経費が、使用料金が向上すれば減るのではな

いかというふうなことでございますけれども、公

共施設というのは、いわゆる収益施設では本来な

いわけです。そういう意味では、黒字になるとい

うことは、ほぼ考えられない、そういうところを

目指しているわけではないということでございま

す。赤字になっている部分、この部分については

市民の福祉の向上、利便性の向上と、そういうふ

うなことで還元されているという考え方です。そ

ういうことで、そのバランスをどこでとるのかと

いうところがこの指定管理者制度ということをど

う利用するかということになるわけでございます

けれども、そういうことでは、行政側としては一

定の節減効果も生まれているということが１つご

ざいます。

それから、民間の活力、それから知恵、こうい

うふうなものを活用した格好で利便性も向上して

いるというふうなことがございますので、余りも

うけといいますか、使用料の増に偏ったような格

好でいくというふうなのは、それは管理運営です

から、そちらのほうは当然知恵を絞って考えるわ

けですけれども、それによって必要以上にといい

ますか、言葉がちょっと適切ではないのかもしれ

ませんけれども、余りそっちのほうに偏った運営

というふうなことはどうかなというところでござ

います。

〇議長（山本留義） １番。



- 86 -

〇１番（上路德昭） ありがとうございます。わか

りました。市民へのサービス性が伴っているかと

いう懸念がしていたのですけれども、そういう捉

え方であるということで納得いたしました。

これで私の質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。

〇議長（山本留義） これで、上路德昭議員の質問

を終わります。

午後２時45分まで暫時休憩いたします。

午後 ２時３３分 休憩

午後 ２時４５分 再開

〇議長（山本留義） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎横垣成年議員

〇議長（山本留義） 次は、横垣成年議員の登壇を

求めます。２番横垣成年議員。

（２番 横垣成年議員登壇）

〇２番（横垣成年） むつ市議会第213回定例会に

当たり、日本共産党、横垣成年が一般質問を行い

ます。市長初め理事者におかれましては、前向き

のご答弁、よろしくお願いをいたします。

質問の１点目、斎場の管理等の問題についてで

あります。むつ市内の各斎場は、市直営とか外部

への業務委託などがありますが、どのような管理

となっているのでしょうか。直営である場合、斎

場に勤務する労働者に対し労働基準法をきちんと

守っているのでしょうか、お聞きをいたします。

直営でない場合、業務委託料と、その算定基準、

業務委託に当たっての契約内容をお聞きいたしま

す。直営でない場合も、斎場に勤務する労働者は

労働基準法は採用されるのでしょうか。労働基準

法を守らない場合は、むつ市として守るよう指導

するべきと思いますが、指導できる立場にあるの

かどうかお聞きをいたします。

質問の２点目、道路交通問題についてです。ま

ず、本庁舎へのバスの増便等についてです。現在

上り下り７本となっておりますが、市民から交通

が不便、もっとふやしてほしいという要望が多く

ありました。バスにちょっとおくれると、１時間

以上待たなくてはなりません。もっとふやすべき

と思いますが、お聞きいたします。

民間のバス会社でこれ以上ふやせないのであれ

ば、市独自か市の委託でミニバスを走らせる考え

はないものでしょうか。民間バス時間の間にさら

に５本くらいあれば、１時間以上待つことはなく

なります。むつバスターミナルから本庁舎、本庁

舎から大湊駅と、むつバスターミナルと本庁舎と

大湊駅の３点を結ぶ路線のミニバスを運行すべき

と思いますが、お聞きをいたします。

次に、横迎バイパスから太田橋への歩道設置に

ついてであります。私は、むつ市議会第196回定

例会で同じ質問をしました。その答弁は、県へ要

望するとのことでしたが、その後どうなっている

のかお聞きをいたします。歩道設置については、

関係する町内会からも要望が上がっております。

また、同路線は児童の通学路と指定をされており

ます。大型トラックを初めとした交通量が多く、

しかも通学路となっている国道に歩道が設置され

ていない危険な状況をむつ市はどのように思って

いるのでしょうか。ただちに歩道設置をするべき

と思いますが、お聞きをいたします。

質問の３点目、子供の医療費、小学校卒業まで

。 、の医療費無料化についてお聞きいたします 私は

むつ市議会第210回定例会で同じ質問をいたしま

した。無料化の拡充については、県と財政状況を

見ながらとの答弁でした。小学校卒業まで拡大し

た場合、給付対象者が2,114人、4,373万5,000円

程度の増額ということでありました 「こどもは。

地域のたからもの」との観点から見て、小学校卒
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業までの無料化はぜひ実施するべきと思います

が、お聞きをいたします。

質問の４点目、福祉行政の生活保護の諸問題に

ついてであります。戦前の日本には、生きる権利

は保障されておりませんでした。戦前の日本国民

、 、は 本当はただの人間であった天皇を神様扱いし

その天皇の手足だ、家来だという存在でした。戦

後天皇主権の憲法から国民主権の先進的な憲法が

制定され、憲法第25条には 「すべて国民は、健、

康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す

。 、 、 、る 国は すべての生活部面について 社会福祉

社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけ

ればならない」と書かれました。そして、生活保

護法の目的は、第１条 「日本国憲法第25条に規、

定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての

国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護

、 、を行い その最低限度の生活を保障するとともに

その自立を助長すること」とされました。受給者

数は200万人を超えていた第２次世界大戦後の混

乱期をピークに、高度経済成長に伴って次第に減

少し、1995年には約88万人にまで減りました。し

かし、その後は新自由主義経済のもとでの規制緩

和などから増加に転じ、1999年には100万人を突

破、2011年には半世紀ぶりに200万人を突破し、

2012年３月には過去最多の210万8,096人を記録し

ました。一方、年間３万人以上の自殺者は、生活

保護の網にすくわれることなく12年以上も続き、

現在進行形であります。生活保護の条件をもっと

緩和して、この自殺者３万人をすくう対策をとる

のが国の役割であります。

生産力増加をもうけ中心でしか利用しないむき

出しの資本主義社会につきまとうものは、貧困で

あります。10人でつくっていたものを５人でつく

れるようになれば、５人は要らなくなり失業しま

す。この連続が資本主義であり、失業であふれ、

貧困であふれる社会となります。貧困に苦しみ死

んでいく人々を解決できない社会に未来はありま

せん。社会保障制度、生活保護制度は人類が生み

出した英知であります。

ここで貧困についての都留民子広島県立大学教

授の見解をご紹介いたします。

今の日本で貧困問題を取り上げるとき、貧困

といったらホームレスだとか派遣切りの労働者

の問題、派遣切りでともすればもうあしたから

住むところがないという、そういう極限的な状

況で貧困を捉える傾向がありますけれど、それ

は違うんではないか。

貧困というのは、これはＯＥＣＤ（経済協力

開発機構）が統計的にあらわしても、日本はア

メリカに次ぐ貧困大国です。15.3％が貧困だ。

政府も政権交代の後に、10月すぐ日本の貧困率

を出しましたけど、15.7％でありました。これ

は、相対的な貧困といって、ちょうど所得を真

ん中の世帯の所得の半分以下の世帯がどれだけ

いるか、こういう貧困率で見ると、アメリカが

断トツで17％、次が日本で15％というゆゆしき

事態になっております。15.7％というのは、７

人に１人が貧困ということであります。ホーム

レスということになりますと、日本は３万とも

４万とも５万ともいろんなこと言われてますけ

れど、７人に１人が貧困なんであります。

生活保護といっても、たった160万世帯しか

受けていない、実は生活保護の捕捉率、受けら

れる人たちがどれだけ受けていないのかという

ことになりますと、受けている人が大体多くて

も受けられる人の中の２割だというのは、貧困

がふえていることの全然証拠にならない。７人

に１人の貧困をどうするかという問題になって

いる。

まず、貧困とは何か、貧困といったときに、

かつては貧困というのは労働者階級の問題じゃ

ないんだ、いわゆる生活保護を受けたり、弱者
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の問題、高齢者の問題だとか、障害者の問題だ

とか、そういうことを言われてた。実は、貧困

とはそうじゃない。貧困とは、どうなのかとい

うのは、これは有名なイギリスのタウンゼント

という人が言っている。勤労者階級が生み出し

た社会的な富が不平等に分配された結果、これ

が貧困なんだ。だから、私たちは、貧困という

のは勤労者階級の生活のバロメーターだと見て

いる。

勤労者階級が生み出した社会的富が分配され

るということで、１次的な分配はもちろん、賃

。 。金とか収入です 稼働収入と言われるものです

つまり第１次分配は、適正な賃金だとか、ここ

で第１次に分配されます。だから、資本主義は

第１次分配のときで、必ず大きな不平等が出ま

す。

ところが、第１次分配のときで、ある程度不

平等があっても、第２次分配、これが社会保障

です。

だから、私たちは貧困率というのはホームレ

スがふえただとか、生活保護率が高くなっただ

とか、高齢者の云々ではなくて、勤労者階級の

生活のバロメーター。賃金、労働条件がどうな

っているか。２番目、社会保障の状況がどうな

っているかということなんであります。

例えばイギリスなんかですと、フランスも研

究していると、第１次分配のときじゃ、かなり

不平等がある。

ところが、社会保障によって、再分配をして

いきます。例えば医療は無料であります。教育

は無料であります。幼稚園から大学まで無料で

あります。そして、それプラス子ども手当があ

ります、児童手当があります。だから、子供に

はほとんどお金がかからない。つまり子育てが

社会化されている。

それから、老後は年金があります。ここも社

会化されております。再分配でやるわけであり

ます。

それが私は日本でなぜ必要なのかというと、

例えば自殺が３万人をもう12年間超している。

こんな異常な事態はない。しかも、もう一つ異

常なのは、家族で亡くなるとき、それからお母

さんが亡くなるときに子供を道連れにする。こ

れは、日本の特殊な事例であります。

フランスは、親がなくても子は育つ、子供は

社会のもの、子供は社会で育てるものだという

ことになっているわけであります。

ＯＥＣＤの主要諸国の貧困率と失業率という

のを見てみます。ここで特徴的なのは、日本は

断トツ失業率の低い国。世界中を見たときに、

失業率が世界で一番低い日本。それから韓国も

低い。それから、アメリカも高くない。ところ

が、この失業率を上回って貧困率が高い。

フランスとかヨーロッパは、失業しても貧困

にならない。これは、第２次分配がしっかりし

ているからであります。社会保障です。フラン

スなんかは、失業者の失業保険というのは、１

日働いたら１日の給付がもらえる、つまり１年

間働いたら、１年間失業保険をもらえる。こう

。 、 、いう原則がある そして だんだん改悪されて

50歳未満だったら最大３年、それから50歳以上

だったら５年もらえる。これがフランスの失業

保険です。だから、失業しても余り怖くない。

ところが、若い人たちはそれだけの職業歴が

、 、 、 、ありませんから イギリス フランス ドイツ

若い失業者はみんな生活保護をもらっておりま

す。だから、フランスなんか、生活保護をもら

っているのは60％までが20代、30代なんです。

高齢者なんか一人もいないというのがフランス

の状況です。

高齢者は、なぜなのかって……

〇議長（山本留義） 横垣議員、市政一般のことで
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ありますので、発言には気をつけながら……

〇２番（横垣成年） 高齢者は、なぜなのかって、

年金があるからです。最低年齢年金があります

から、３カ月年金拠出すればもらえる。３カ月

でもらえるわけです。ですから、年金受給の人

でお年寄りで生活保護をもらっているのは外国

人の方だけです。イギリスもしかり、ドイツも

しかり。

失業者をいかに保障するかというのが労働者

階級にとっての物すごい大事なことです。失業

中の労働者が生活に困窮して、どんな仕事でも

つくようになる、労働の安売りをすると、労働

条件を急速に下げることになるからでありま

す。日本の場合は、非正規の労働者はヨーロッ

パの非正規と随分違う、均等待遇がない、同一

労働、同一賃金がなされていない、いろんなこ

とがあります。とにかく……

〇議長（山本留義） 市政一般の質問でありますの

で、逸脱していますので、発言に気をつけて。

〇２番（横垣成年） とにかくこれだけワーキング

プアが四千数百万人の労働者のうちの４分の１

が200万円未満、労働の安売りをしてしまって

いる。とにかく生活が困っているから、どんな

労働にもついてしまう。

こういう背景を言わないと、今の生活保護の状

況がわからないので、言っております。ヨーロッ

パの場合は、これがないからワーキングプアが広

がらない、失業しているときにしっかりと保障し

ている。こういうことを皆さんに知ってもらいた

いと思います。

そして、失業保険の中に労働組合がかなり関

与していますから、労働組合が失業者の権利を

守るんです。失業者にとにかく何でもいいから

働けということになると、労働条件が全体的に

下げられるから、体をもって失業者の生活保障

をするわけです。そして、全体の労働条件を上

げていく、こういった対策の中で失業率はヨー

ロッパのほうが高くなっている。イギリスは、

ほかのヨーロッパに比べれば自由主義の傾向が

非常に強いですから、第１次分配のところでは

不平等がかなり広がっている。ところが、イギ

リスも福祉国家で４世帯に１人が生活保護をも

らっております。生活保護をもらうのが当たり

前になっている。

日本の生活保護は、余りにも低過ぎます。失

業者の生活を保障しない、これがワーキングプ

アを広げているという理由の大きな問題です。

（ ） 、 。〇議長 山本留義 横垣議員 発言をとめますよ

〇２番（横垣成年） 資本主義国では、失業という

のは避けることのできない事態です。どんなこ

とがあっても失業をなくした資本主義はありま

せん。マルクスの言うように、相対的過剰人口

で労働力の産業予備軍をどんどんつくっていく

資本主義。だから、その産業予備軍の労働の安

売りをしないような社会保障の制度ということ

は不可欠になるのであります。

子育てを社会化する、医療とか住宅とか交通

とか教育とか、こういったものを社会化する。

社会化するというのは社会保障でやれというこ

とです。これが何で大事なのか。１つは、賃金

から開放するということであります。

賃金から開放するということはどういうこと

か。都留民子さんは、会社のために生きているん

。 、でないということを強調しております フランス

ドイツ、イギリスに比べると日本は戦後天皇主権

から国民主権と憲法に明記されているにもかかわ

らず国民主権からどんどんかけ離れた社会に向か

っていることがよくわかるというものでありま

す。国民主権と書かれた憲法を変えようとする勢

力と、それに迎合する政党が大勢を占めているこ

とが大きな原因です。一貫して国民こそ主人公、

国民主権を主張し続けている日本共産党を伸ばし
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てこそ、フランス、ドイツ、イギリス並みの社会

ができるものであります。

さて、日本は新自由主義経済のもと、規制緩和

を進めどんどん社会保障制度を改悪し、セーフテ

ィーネットを壊し続け、安定した状態から転げ落

ちる人々がかろうじて生きることができるという

ことを可能にしているのが生活保護制度でありま

す。生活保護者がふえているということは、それ

ほどこの制度が国民に必要とされているというこ

とのあらわれであります。また、生活保護制度以

外のセーフティーネットが壊されたということの

証明でもあります。私は、生活保護制度のハード

ルを高くするのでなく、もっと生活保護制度のハ

ードルを下げ、受給しやすくし、充実させながら

生活保護制度以外のセーフティーネット、社会保

障制度を充実させることこそが今求められている

ことであると思っております。

市長は、ふえている生活保護者についてどのよ

うに思っているのでしょうか。また、生活保護に

関し国から今までと違う指導が来ているのであれ

ば、その内容をお聞きいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 横垣議員のご質問にお答え

いたします。

斎場につきましては、担当部長からお答えいた

します。

次に、道路交通問題についての１点目、本庁舎

へのバスの増便等についてお答えいたします。横

垣議員ご承知のとおり、本庁舎移転に伴う平成

21年９月からのバスの本庁舎乗り入れにつきまし

ては、移転当初の上下各４便から平成22年４月以

降は夏期ダイヤで上下各７本、冬期ダイヤで上下

各６便に増便され、おおむね１時間間隔で運行さ

れております。市民から横垣議員に対して増便に

ついて要望があったとのことですが、ＪＲバス東

北株式会社大湊営業所へ確認したところ、これま

で利用者からは増便の要望に係る声はなかったと

のことであり、また市に対しても同様の意見、要

望等については寄せられていないことから、現行

の運行体制が著しく利便性を欠いている状況には

ないと考えております。

また、乗降客数について市で調査したところで

は、１便平均１人未満であり、利用者がごくわず

かであることから、逆に減便等の措置に至るので

はと危惧されるところであり、現行の便数の維持

確保に努めてまいりたいと考えております。

、 、なお 現在新築工事中でありますむつ警察署は

来年度の業務開始から運転免許証の即日交付が行

われる予定でありますことから、バス利用者の増

加が見込まれるところであり、来年度以降の利用

動向を見きわめながら適切なダイヤのあり方につ

いて関係機関と協議してまいりたいと考えており

ますので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、横迎バイパスから太田橋への歩道設置に

ついてのご質問にお答えいたします。横迎バイパ

スから太田橋までの区間は、青森県が管理いたし

ます国道338号となっておりますことから、むつ

市議会第196回定例会においてのご質問にお答え

しましたとおり、青森県に対し、整備要望いたし

ているところでありますが、いまだ実現していな

い状況にあります。市といたしましても、横垣議

員ご指摘のとおり、この路線が児童の通学路であ

りながら、大型車などの交通量も多く危険な状況

であると認識しておりますことから、引き続き青

森県に対し、整備について要望してまいりたいと

考えておりますが、下北地域県民局地域整備部に

お伺いしましたところ、事業実施には道路拡幅に

必要な用地買収や建物の移転補償など地元住民の

協力が不可欠でありますことから、あわせて今後

要望が出されました町内会などと整備実現に向け
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協議してまいりたいと考えておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。

ご質問の第３点目、子供の医療費についてであ

りますが、お尋ねの小学校卒業までの無料化につ

いてお答えいたします。

むつ市議会第210回定例会でもお答えいたしま

したが、市では青森県乳幼児はつらつ育成実施要

領に基づき乳幼児医療費給付事業を実施、これま

でも数度にわたる対象年齢や給付内容の拡充を経

て、平成23年４月からは医療機関の窓口での医療

費の支払いが不要となる現物給付方式に変更、さ

らには４歳児から就学前の６歳児までにご負担い

ただいていた自己負担も撤廃し、本事業の充実を

図ってきたところであります。しかしながら、一

方では現物支給方式に転じたことにより、平成

23年度の乳幼児医療費の決算額が対前年度比で

1,641万円余の増額となるなど明らかに市の財政

負担がふえた事実もあり、今後給付対象者を小学

生や中学生まで拡充するにはさらなる負担が伴う

こととなります。したがいまして、乳幼児医療費

制度の拡充については、県の動向はもとより、財

政状況等を勘案しながら今後とも検討してまいり

たいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。

次に、ご質問の第４点目、福祉行政についてで

ありますが、お尋ねの生活保護の諸問題について

お答えいたします。横垣議員のお尋ねの趣旨は、

昭和25年に施行された生活保護法の根幹にかかわ

。 、るご提言と承りました 生活保護制度については

公費負担と保険料負担でもって賄われる介護保険

料や国民健康保険制度といった、いわば共助の精

神に基づいたものではなく、ほぼ100％近く公助

で負担している制度であると認識しております。

そういう意味合いにおいては、まさに最後のセー

フティーネットであり、さまざまな要因によって

生活の困窮した方々が受けるべき制度的価値につ

いては横垣議員同様、私も否定するものではあり

ません。しかしながら、生活保護法はもとより社

会保障制度全般が運用されている背景には、誰か

の給付は誰かの負担にほかならないという厳然た

る事実が存在していることも忘れてはならないも

のと認識しております。したがいまして、生活保

護制度のハードルを下げる、あるいは受給しやす

いシステムにするといった議論は、財政負担の伴

う、言いかえれば市民の負担がふえることにつな

がりかねず、相互扶助によって支えられる財源論

を抜きにして、こうした議論を軽々に論ずるべき

ではないものと考えております。

生活保護法の目的が明記されている生活保護法

第１条においては 「日本国憲法第25条に規定す、

る理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民

に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行

い、その最低限度の生活を保障するとともに、そ

」 。の自立を助長することを目的とする とあります

つまりここでは保護の必要性を明記する一方、自

立を助長することを目的とすると明確化しており

ます。また、第４条においては、あらゆる資産活

用と民法に基づく扶養義務者の扶養の優先など、

いわゆる保護の補足性を明記しております。した

がいまして、真に生活に困窮した方々がこうした

保護の原則を踏まえたうえで生活保護を受給し、

そのことによって被生活保護者がふえることにつ

いてはいささかも異論を挟むものではありませ

ん。当然ながら、自立に向けた就労支援やインセ

ンティブの強化はもとより、生活保護の受給を余

儀なくされる要因の一つでもある雇用の場が確保

できる地域づくりにも意を用いてまいりたいと考

えております。

いずれにいたしましても、生活保護行政につい

てはセーフティーネットであることを意識しつ

つ、適正な保護に努めてまいりたいと考えており

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。
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〇議長（山本留義） 民生部長。

〇民生部長（奥川清次郎） 横垣議員の斎場につい

てのご質問にお答えいたします。

まず、各斎場の管理運営体制でございますが、

むつ市斎場につきましては、臨時職員１名を施設

の総括管理者として市が直接配置しておりますほ

か、火葬業務や維持管理業務にはシルバー人材セ

ンターとの委託契約に基づく人員の配置により管

。 、 、理運営を行ってございます そのほか川内 大畑

脇野沢の各斎場につきましては、シルバー人材セ

ンターとの委託契約に基づく管理運営を行ってご

ざいます。

次に、労働基準法の遵守についてでございます

が、むつ市斎場の臨時職員は、雇用主はむつ市で

ありますことから、労働基準法を初め地方公務員

法など関係法令を遵守し、適正に雇用してござい

ます。

委託料算定基準、そして契約内容についてでご

ざいますが、平成24年度の各斎場の委託料は、む

つ市斎場が286万6,500円、川内斎場が399万円、

大畑斎場が294万円、脇野沢斎場が237万3,000円

となっており、その算定方法は、過去の火葬件数

から必要出勤日数を算出し、それをもとに必要経

費等を算定してございます。

契約につきましては、火葬業務、斎場の維持管

理業務等となってございます。

また、委託先へ労働基準法の遵守を指導できる

立場にあるかとのご質問でございますが、シルバ

ー人材センターは自治体、企業、市民からの業務

依頼に対し、会員登録している高齢者の能力、技

術を活用して依頼された業務を遂行するものでご

ざいまして、当該委託契約におけるシルバー人材

センターと会員登録している高齢者の関係は、労

働基準法に定める雇用契約ではなく請負または委

任という形式となりますことから、原則的には労

働基準法は適用外となるものと思われます。

しかしながら、市といたしましては、斎場の利

用を初め市が提供する公共サービスは市民生活の

基盤となるものと認識しておりますことから、施

設の円滑な運営を行ううえでも、平成21年７月に

施行されました公共サービス基本法の理念にのっ

とり、シルバー人材センターに対しましては、業

務に従事する者の労働条件の確保等について理解

を求めてまいりたいと考えておりますので、ご理

解を賜りたく存じます。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（松尾秀一） 市長答弁に補足いた

します。

現段階では生活保護制度にかかわる変更につい

ての通達等は一切入っておりません。

以上でございます。

〇議長（山本留義） 横垣議員、さきの議会運営委

員会においても確認されましたけれども、一般質

問については市政全般についてであります。ただ

いまの横垣議員の発言は、それを逸脱しています

ので、発言に注意しながら発言してください。２

番。

〇２番（横垣成年） まず第１点目、斎場の問題で

ありますが、公共サービス基本法に基づいて理解

を求めるということですので、ぜひそういう立場

で今後とも斎場の管理をしていってもらいたいと

いうふうに要望しておきます。

質問の２点目ですが、道路交通問題についてで

すが、バスの増便、要望がないということであり

ますが、私のところには結構来ているという、こ

れはやっぱりかなり市の行政と運営する会社と市

民とのギャップがあるなというふうに思いますの

で、私のほうからは、そういう要望は市のほうに

きちんと声を届けるというふうな形でこれからも

取り組んでいって、それでもなかなか要望がない

のであれば、それなりの、それこそ現状を維持す

るというふうな形でぜひやってもらいたいなとい
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うので、これも要望をしておきたいと思います。

同じ道路交通問題についてですが、横迎バイパ

スから太田橋への歩道設置。これは、本当に大型

トラックが頻繁に通る道路で、私もそこを通勤の

とき通る道路なのですが、大型トラックと小さい

かばんをしょった小学生の、その光景がしょっち

ゅうあるのです。それこそ大型トラックのタイヤ

の半分しかないような背丈の子供さんが、その脇

をすれすれに通学している、または学校から帰っ

ているという姿を見ると、本当に何か写真を撮っ

て絵になるというか、そういう何かこんな光景を

いつまで見ているのだろうなというふうに思うぐ

らい本当にはらはらする、そういう道路になって

おります。ぜひここのところを市として認識して

もらいたいと思います。もし何かが、不幸なこと

があれば、やっぱりこれは整備をしていない国、

県、その下の市のほうにもそれなりに責任がある

のかなというふうに思いますし、ほとんどもうあ

そこはむつ市の中心になっていて、中心で交通が

激しいところに歩道がない、しかも通学路になっ

ているというのは、本当に早期に解決しなくては

いけないやっぱり市として、行政としての役割で

はないかなというふうに思いますので、そこのと

ころ、もう一度市長の考えをお聞きしたいなとい

うふうに思います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） この路線は、児童の通学路

でありながら、大型車などの交通量も多く危険な

状況であると認識しておりますことから、引き続

き青森県に対し、整備について要望してまいりた

いと、このように存じ上げます。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） ぜひ強く要望をしていただき

たいと思います。

質問の３点目ですが、子供の医療費、小学校卒

業までの医療費無料化についてですが、小学校就

学前までで平成23年度は1,641万円ぐらいふえた

と。逆にこれはそれほどお母さん、お父さん方の

負担が解消されたということで、これは本当にす

ばらしいやり方だと。本当に市の行政には大変感

謝をしているところでございます。そういう意味

では、本当に若いお父さん、お母さん方が喜んで

いるわけです。こういう施策はもっともっとして

ほしいなと。

そこで、ちょっとお聞きしたいのですが、具体

的な数字を聞きたいのですが、小学校卒業まで拡

大した場合、私が壇上で言いましたけれども、大

体4,300万円ぐらいふえると、外来と入院を分け

ると。それをちょっともう少し詳しく聞きたいの

ですが、外来は幾らぐらいふえて、入院だったら

幾らぐらいふえるのか、そこのところを数字でお

聞かせ願いたいと思います。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（松尾秀一） 横垣議員の小学校卒

業まで拡大した場合、外来と入院を分けるとそれ

ぞれどの程度の増額となるのかとの質問かと思い

ます。医療費の金額につきましては、不確定要素

が強いことから、その把握が非常に困難であり、

あくまでも概算値であることをご承知願います。

、 、まず 小学校卒業までとした場合でありますが

外来の医療費が3,756万7,000円、入院が304万

9,000円で、小学校卒業までの合計ということに

なりますと、4,061万6,000円ぐらい増加するもの

と推測しております。

以上でございます。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） 市長も今お聞きになったと思

います。

入院だけ例えば先行して無料化を進めるという

やり方も考えられるわけです。市長、ちょっと市

長にお聞きしたいのですが 入院だけですと304万、

9,000円ぐらいということですから、この金額だ
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ったら不可能ではないと思うのですが、市長のお

考えをお聞きしたいなというふうに思います。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（松尾秀一） お答えいたします。

基本的には、市の財政全体のやはり財政状況と

いうのがありますので、その中の優先順位という

ものもございます したがいまして 確かに300万。 、

円ぐらいではないかと簡単におっしゃいますけれ

ども、実はそこの部分は簡単ではない部分でござ

いますので、その辺は当然県の動向とか他市の事

例等を参酌しながら検討してまいりたいというふ

うに考えております。

以上でございます。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） 304万円です、市長。私再三

言っておりますが、北の防人事業に13億9,000万

、 。円投入するという金額に比べると 本当に少ない

やっぱり優先順位で実施できないというふうな答

弁でありましたが、やはりそこの優先順位が少し

間違っているのではないかなということを指摘し

て、ぜひとも入院だけでもまず無料にしてほしい

ということをお願いしておきたいのと同時に、全

国でどんどん広がっております医療費の無料化。

これ2011年４月現在で、入院では中学校卒業まで

の無料化が半分、全自治体の51.6％、入院では無

料、中学校まで無料にしている。小学校卒業まで

だと20.8％。これ２つ合わせると、もう72.4％の

自治体が無料化しているという、全国的なこれは

流れになっています。私先ほど壇上で言いました

けれども、ドイツ、フランス、イギリスなんかは

もうこういう医療費は無料化、これ当たり前とい

うことになって、日本も先進国と言われておりま

すけれども、少しずつそういう形で進んでいると

いうことで、ぜひむつ市も先進国の一員としてそ

ういう流れに乗りおくれないようにしてもらいた

いなというふうに要望しておきたいと思います。

それでは、最後の生活保護の諸問題であります

が、まず数字でお聞きしたいのですが、むつ市に

ついて、この生活保護の状況をちょっと教えてい

ただきたいです。ほとんどが高齢者世帯だと思い

ますが、その生活保護世帯の年齢構成といいます

か、あるデータでよろしいので、その構成と、あ

とその生活保護になった大まかな原因というのを

ちょっと教えていただければと思います。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（松尾秀一） 横垣議員の再質問に

おえします。

生活保護の場合は、年齢の区分の前に世帯類型

というものがございますので、参考までにそれに

ついてもお答えします。

平成23年度の世帯類型でありますが、65歳以上

の高齢者世帯は598世帯、率にして47.4％、障害

者世帯については129世帯、率にして10.2％、傷

病者世帯は326世帯、率にして25.8％、母子世帯

は83世帯、率にして6.6％、その他の世帯は126世

帯、率にして10.0％となっております。また、議

員お尋ねの年齢構成別についてでありますが、こ

れは厚生労働省が定めております稼働年齢層、い

わゆる16歳から64歳までの方は716名、65歳以上

の方は754名となっております。なお、稼働年齢

層の人数には、高等学校就学者、長期入院者、施

設入所者、障害等がある方や傷病者も含まれてお

りますので、実際に就労阻害要因がない方は約

150人ほどとなっております。

また、平成23年度の生活保護の開始件数、要す

るに生活保護に至った理由ということでございま

すが、開始件数は117世帯あり、その主な理由は

預貯金等の資産の減少、さらには世帯主や世帯員

の傷病によるもの、収入の減少や失業などが上げ

られます。

以上でございます。

〇議長（山本留義） ２番。
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〇２番（横垣成年） 先ほど私壇上で紹介したので

すが、フランスとかイギリスなんかは高齢者は一

人もいない。ところが、日本の場合の生活保護の

実態は、半分の47.4％が高齢者。ということは、

それほど年金の制度というのが貧弱な状態からこ

ういう形になっているということが、もうそれこ

そ先進国の一つとしてフランス、ドイツ、イギリ

スと全く違うところがここだと思います。

壇上でも言いましたけれども、向こうのほうの

生活保護者はほとんど20代、30代、これがもう根

本的に違うのです。それほど日本の社会というの

は失業保険が全然だめ、年金がだめ、こういう状

況がこういうふうな高齢者がもう半分占めるとい

う状況になっていると。これは、やっぱり市長と

しては当然認識していらっしゃるかと思うので

す。ですから、この生活保護の問題というのは、

ただ単に制度云々というのではなくて、それ以外

の社会保障制度というのもあわせて考えていかな

ければいけないことから、私はヨーロッパのいろ

んな事例を知ってもらいたいがためにちょっと長

、 。くなりましたが 皆さんに紹介したのであります

そこでお聞きしたいのですが、今マスコミで芸

能人の方が、所得があるにもかかわらず、そのお

母さんが生活保護を受給していたと、こういう問

題をかなりクローズアップしておりましたが、市

長はこの問題についてどのようにお考えでありま

しょうか、ちょっとお聞きしたいと思います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 横垣議員にお答えいたしま

す。

芸能人に関するその部分については、詳細は私

知り得ておりません。

以上です。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） 当然これと同じ状況はむつ市

政にはないとは思いますが、ご存じないというこ

とでありますが、結局収入がお子さんにあって、

お母さんが生活保護を受給していたと、だからこ

れが問題なのだというのがマスコミがバッシング

していることでありますが、これはちょっと事務

方のほうにもお聞きしたいのですが、これは本当

に問題なのかどうかというのをちょっと確認させ

ていただきたいと思います。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（松尾秀一） いわゆる扶養義務に

ついてのお尋ねかと思いますけれども、あくまで

も扶養義務ということにつきましては、保護の補

足性を前提にした他方他施策の中の一つというこ

とで、決して保護の要否を決めるものではなく、

そういう意味では強制力が伴うものではございま

。 、 、せん しかしながら 法的な強制力はないものの

福祉事務所の立場としては当然ながら保護の補足

性という大前提に基づきまして、扶養義務者に対

して支援のお願いはしなければならないものと認

識しております。

以上でございます。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） ですから、今の説明にありま

したように、要件ではないということを確認させ

ていただきました。そういう意味では、このたび

のマスコミがこのようにバッシングするというの

は、本当に人権にかかわる問題だということで、

この生活保護運動している方々は、かなりマスコ

ミの扱い方を逆に問題だというふうに思ってい

て、この芸能人の方は全く謝罪する必要なんかな

いというふうな声明まで出しているという現状を

市長は知ってもらって、むつ市政では絶対こうい

うことがあってはならないというふうな立場でぜ

ひ行政を運営してほしいなというふうに思いま

す。

それと、市長の答弁の中では、微妙な表現がい

ろいろあったのですが、適正にこの保護制度を運
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用していかなければならない、保護生活者がふえ

れば負担する方もふえると、こういう言い方をい

、 、たしましたが 私は壇上でも紹介いたしましたが

日本はこの生活保護を受けている方が大変少な

い、本来受けなければいけない方の２割しか捕捉

していない。市長、例えば保護率は日本は1.57％

です。ドイツは9.7％、人口比です。アメリカは

13.05％、それに対して日本はたった1.57％の人

しか生活保護を受給していない。こういう立場で

やっぱり市長は見てもらいたいなというふうに思

うのです。しかも、この捕捉率、先ほど言ったよ

うに、本来受けなければならない方が日本では２

、 、 。割しか 実際18％ですか しか受けられていない

８割の方はだめだよと断られているということで

す。フランス、ドイツなんかはもう７割近くほと

んど捕捉している。アメリカでさえも59.1％捕捉

している。こういう現状です。やっぱりこういう

立場で、ドイツ、フランス、イギリスは別にふえ

るから負担だというふうな立場でなくて、これは

必要だから、もう社会的な出費としても公認され

ているわけです。

先ほどの市長の答弁ですと、生活保護者がふえ

れば負担がふえる、こういうことを言っておりま

すが、やっぱりこういう方をすくっていくのが税

金の制度なのです。やっぱりそういう立場で私は

もし市長がむつ市政をやらないのであれば、断っ

ていくのが当たり前だと、生活保護を切るのは当

たり前だというふうな形での行政がやられてしま

ったら困るのです。やはり必要な方にはきちんと

保護を受けさせてやるという立場から、この捕捉

率、保護率、保護率は1.57％しかない、捕捉率が

18％しかない、この現状をどう思いますか。ちょ

っとお聞きしたいと思います。

〇議長（山本留義） 市長、答弁できるの、国会の

ことを。市長。

〇市長（宮下順一郎） ひとえにこれは国政の問題

だと思います。そういうふうにお話をすると、い

つも言われるように、海外での、国外でのその保

護率等を承知しない市長、そういうふうなものに

対しての批判で、捨てぜりふで終わりますので、

あえてお話をさせていただきますけれども、国政

、 、 、の問題で 非常に国際的な問題 海外でフランス

ドイツ、イギリス、さまざまなお話がございまし

たけれども、私はその部分については、詳しく承

知しておりません。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） 承知していないと。私は、ぜ

ひこういう現状を知ってもらって、国に声を上げ

てもらいたいのです、市長としては。多分むつ市

にもいっぱい窓口に相談に来ている方がおられま

しょう。やはりこういう方が多いので、国として

はこれ以上改悪してほしくない、こういう立場で

いろんな機会で市長としては発言してもらいたい

のです。もしこういう現状を知らないと、当然そ

ういう発言できないです。

今流れとして、こういうマスコミが下手に騒い

だおかげで、自民党は給付水準の10％引き下げを

今提案している、民主党も給付の適正化として保

護基準の切り下げ、改悪を今検討しているという

ことなのです。今までそれこそ2004年４月には老

齢加算が削減されてきた、2005年４月には母子加

算が削減されてきた、そして今こういう動きにな

っている。世界では、こういうことをやっている

先進国は日本だけ。世界は、逆に給付をふやして

いくという方向になっている。ですから、日本と

いうのは本当に厳しい社会に向かっているなと思

います。

そこで、むつ市のトップとしてやはりそういう

流れをとめる先頭に立ってほしいなと、国のほう

にそういうことをしないでほしいという立場であ

らゆる機関で要望をしていく考えはないものでし

ょうか、お聞きしたいと思います。
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〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 日本共産党、横垣議員が一

生懸命国政の中で発言をお願いしたいと、こうい

うふうに思います。私も機会があるごとには、こ

、 、 、の部分はよく勉強し 国際的な部分 今イギリス

フランス、ドイツ、そういうふうな部分、逆にそ

ういうふうな形で国外からどんどん、どんどん外

国の方が流れてきて、非常に大きな経済問題にも

なっていると、国民問題、民族問題にもなってい

る、宗教問題にもなっている、そして消費税もか

なり高いと、そういうふうなこともあるわけです

ので、一面的な捉え方だけではなかなかこういう

ふうな問題は解決しないものと、このように思い

ます。

、 、芸能人の話ありましたけれども 私はその部分

詳細についてははっきり申し上げて関心がありま

せん。申しわけございません。それは、その部分

での事象というふうなものがそれぞれの公的機関

の中で判断されるものであって、これが芸能人が

絡んでいるからどうだとか意見を求められたわけ

ですけれども、その場面がワイドショーなんかで

よく出ますけれども、すぐ私チャンネルをかえて

しまいます。そういうふうな状況でございますの

で、この部分でご理解をいただきたいと、こう思

います。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） 時間がないので、最後に、生

活保護自立支援プログラムというのを今全国自治

体で作成していると思いますが、むつ市もこうい

うのを作成して実施しているかと思うのですが、

時間がないので、簡単でもよろしいので、どうい

う状況でやっているかというのをちょっとお聞か

せ願いたいと思います。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（松尾秀一） 就労支援に向けた自

立支援プログラムの実施状況についてであります

が、当市におきましては、自立助長に資するため

の就労支援を図っていくために、昨年の９月より

生活保護受給者就労支援員を新規に配置しており

ます。具体的な支援内容につきましては、稼働年

齢層にあり、就労阻害要因のない被保護者に対し

まして、求職活動に関する助言及び指導、就職に

関する希望及びニーズの把握、職業安定所、いわ

ゆるハローワークの活用に関する助言及び指導、

そのほかに履歴書の書き方や面接指導等も組み入

れております。ちなみに、実績としては４名が就

労に結びついております。今後も世帯の自立助長

に向けて取り組んでまいりますので、ご理解を賜

りたいと存じます。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） ぜひそういう立場でも保護行

政を行っていただきたいと思います。

最後でありますが、やはり今この行政に求めら

れているのは過去最高の貧困の拡大に対して雇用

を立て直し、雇用保険を初めとする社会保険の充

実、第２のセーフティーネットなど、生活保護に

至る前の社会保障制度を拡充して生活保護制度へ

の負担を軽減することである、またそれらの社会

保障制度から漏れる市民を生活保護制度の迅速な

活用によって漏れなく救済することが今求められ

ていると、こういう提言を生活保護問題対策全国

会議、弁護士の小久保さんという方がまとめてこ

ういう見解を出しております。ぜひこういう立場

でむつ市行政も行っていただきたいことを要望し

て一般質問を終わります。

〇議長（山本留義） これで、横垣成年議員の質問

を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（山本留義） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。
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なお、明９月15日から17日までは休日のため休

会とし、９月18日は東健而議員、村中徹也議員、

池光弘議員、鎌田ちよ子議員の一般質問を行い

ます。

本日はこれで散会いたします。

午後 ３時４５分 散会
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